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姓
１

唐
代
勤
官
が
賦
與
せ
ら
れ
た
諸
恩
典
中
、
課
役
免
除
の
一
件
は
開
元
一
千
五
年
に
至
っ
て
も
堅
持
せ
ら
れ
て
い
た
の
に
、
冊
府
元
蝿
塞
六
・

帝
王
部
・
發
號
令
門
垂
・
開
一
兀
十
九
年
二
月
乙
酉
の
詔
に
は

と
あ
っ
て
、
開
元
十

．
職
官
』
］
に
よ
る
と

と
て
、
毎
年
二
千
五
百
文
以
内
の
課
を
納

府
書
塞
五
・
食
貨
・
開
元
十
八
年
の
條
に

訓
之
門
夫
。
番
上
不
至
者
。
間
月
督

間
月
督

ろ
が
、

上
の

と
あ
る
。

比
者
天
下
勲
官
加
餐
納
課
“
叉
因
犯
入
罪
。

其
防
閣
・
庶
僕
・
白
直
・
士
力
納
諜
者
。
毎
年
不
過
二
千
五
百
。

、
毎
年
二
千
五
百
文
以
内
の
課
を
納
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、

一
問
題
の
伏
在
を
窺
わ
せ
ヲ

課
役
免
除
者
の
納
課
と
は
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、

以
上
動
官
・
防
閣
・
吹
僕
・
白
直
及
び
中
男
間
夫
の
他
、

唐
代

肱
２

開
元
十
九
年
，
常
時
動
官
が
課
を
納
め
て
い
た
こ
と
が
見
え
や
同
様
に
課
役
免
除
で
あ
っ
た
防
閣
・
庶
僕
・
白
直
等
が
、
邇
典
垂
二

）

の
課
に
つ
い
て

唐
代
の
課
に
つ

一
、
唐
代
に
於
け
る
課
の
諸
義

Ｃ
Ｏ

課
爲
錨
百
七
十
。

忙
月
二
百
。

h，親
事
・
帳
内
等
の
細
れ
た
年
間
千
五
百
文
の
品
子
課
も
そ
の
例
に
数
え
得

こ
こ
に
課
役
の
課
と
軍
猟
の
課
と
を
同
一
概
念
で
は
律
し
得
ぬ
唐
代
税
役

同
じ
く
課
役
苑
除
者
の
納
課
し
た
も
の
に
可
男
門
夫
が
あ
る
。
即
ち
新

て

松

永

‐七
一一

雅
生

、

’
､

エ
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i

、

樅
亦
吾
か
束
洋
史
家
は
一
課
は
租
訓
で
あ
る
」
と
い
い
、
或
い
は
「
課
は
雑
儒
な
り
」
延

唐
代
税
役
上
の
課
を
一
貫
し
よ
う
と
し
た
。
今
か
り
に
課
を
租
調
の
意
の
み
に
解
す
れ
ば
、

誠
正
月
勅
の

從
來
吾
が
東
洋
史
家
は
「
課
は
租
訓
で
あ
る
」

と

其
承
前
所
有
脹
掛
丁
戸
。
應
徴
租
附
課
椀
。
令
近
親
隣
保
代
輪
者
。
一
切
並
停
。

に
於
け
る
租
席
課
税
、
及
び
奮
唐
書
確
四
・
・
食
貨
舞
・
元
和
十
五
年
八
月
・
中
書
門
下
奏
文
中
の

如
大
暦
已
前
。
租
脈
課
訓
示
計
錐
。
令
其
折
総
ｃ
使
人
知
定
捌
供
辨
有
常
。

れ
よ
う
。 宜

以
戸
部
竣
五
萬
五
千
貫
文
。
充
加
世
州
縣
官
課
料
。
、

と
て
、
課
料
が
州
縣
官
の
收
入
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
料
は
俸
料
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
課
は
前
例
の
そ
れ
と
類
似
概
念
と
考
え
ら
れ

る
。
更
に
齊
暦
番
酷
垂
・
列
傳
・
廻
紘
・
永
泰
元
年
秋
閏
十
月
の
條
に

・
時
努
藏
空
虚
。
朝
官
無
職
俸
。
随
月
給
手
力
。
謂
之
登
課
銭
。
税
朝
官
閏
十
月
十
一
月
十
二
月
課
。
以
供
之
。

と
あ
る
・
後
文
の
課
は
上
の
萱
課
銭
を
指
す
こ
と
は
明
か
で
、
こ
の
課
も
亦
前
記
「
課
料
」
墨
課
」
の
課
と
同
様
官
吏
作
の
一
部
塞
諏
）
を

占
め
て
い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
以
上
、
官
吏
俸
の
一
要
素
た
一
つ
課
・
課
料
・
養
課
銭
等
に
共
存
の
課
が
、
先
述
の
動
官
・
防
閣
・
門
夫
等

の
課
と
同
一
に
解
し
難
い
こ
と
は
、
前
者
が
官
吏
の
收
入
に
蹄
す
る
に
對
し
て
後
者
が
勲
官
等
の
納
付
す
ぺ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
知
ら

唐
代
の
課
に
つ
い
て
七
二
．

又
冊
府
元
蝿
確
垂
・
邦
計
部
一
・
伜
藤
間
・
乾
封
元
年
八
月
の
詔
に
は

京
文
武
官
應
給
防
閣
・
庶
僕
・
俸
料
。
始
依
職
事
品
。
其
課
及
賜
各
依
本
品
。

と
あ
っ
て
、
京
文
武
官
收
入
の
一
に
課
が
あ
り
、
此
の
課
と
同
系
統
の
も
の
と
思
わ
れ
る
も
の
に
、
全
唐
文
琶
〈
・
憲
宗
認
・
以
戸
部
鏡
充
州

縣
官
課
料
赦
に
は

、

’

い
っ
て
、
夫
々
自
己
の
解
す
る
一
概
念
を
以
て
、

、
冊
府
元
鎚
確
鋼
・
邦
計
部
琴
・
賦
税
門
・
天
蜜
八

ー

I



ノ

の
租
席
課
調
等
の
課
に
は
全
く
行
き
詰
ら
ざ
る
を
得
ず
、
叉
若
し
課
を
雑
揺
の
意
の
み
に
解
す
れ
ば
、
鴫
沙
石
室
性
書
・
水
部
式
に

都
水
監
漁
魎
一
百
五
十
人
（
辮
）
並
簡
善
採
捕
者
爲
之
。
菟
其
課
役
及
雑
揺
。

と
て
、
都
水
朧
漁
師
に
は
課
役
及
び
雑
筏
を
苑
す
、
と
あ
る
こ
と
よ
り
課
役
の
課
が
通
じ
な
く
な
る
。

以
上
、
唐
代
税
役
上
に
於
け
る
課
を
烏
倣
し
た
に
過
ぎ
ぬ
が
、
こ
れ
ら
數
例
を
以
て
し
て
も
命
課
に
は
性
質
を
異
に
す
る
諸
概
念
を
包
含
し

て
い
る
こ
と
が
推
察
出
來
る
。
巾
か
も
こ
れ
ら
性
質
を
異
に
す
る
も
の
を
一
様
に
課
を
以
て
呼
ぶ
所
に
、
異
説
を
生
ず
る
所
以
あ
り
と
思
わ
れ

ろ
。
然
ら
ば
勤
官
・
防
閣
等
の
課
と
官
吏
俸
の
一
要
素
を
占
め
る
課
と
、
課
役
の
課
及
び
租
庸
課
訓
の
課
な
る
大
略
四
極
の
課
各
々
の
本
質
及

び
そ
れ
ら
相
互
の
關
係
は
如
何
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
以
下
こ
恥
ら
に
つ
い
て
考
読
を
加
え
、
以
て
唐
代
税
役
上
の
課
に
纒
わ
る
疑
問
解

明
に
姿
し
よ
う
。

六
典
季
・
戸
部
郎
中
員
外
郎
の
賦
役
を
論
じ
た
條
に

凡
水
旱
虫
新
爲
災
害
。
（
癖
）
十
分
損
四
已
上
尭
租
。
損
一
ハ
已
上
免
租
調
。
損
七
已
上
課
役
倶
免
。

と
て
、
災
害
時
の
税
役
減
免
規
定
を
掲
げ
、
損
四
割
以
上
は
租
、
六
割
以
上
は
租
訓
、
七
割
以
上
は
課
役
を
夫
共
冤
除
す
る
と
記
し
て
い
る
。

此
の
場
合
、
災
損
七
割
以
上
に
達
し
た
と
き
免
除
せ
ら
れ
る
課
役
の
内
容
を
考
え
て
み
る
に
、
役
は
歳
役
に
異
論
は
な
く
、
課
は
上
文
を
承
け

て
租
調
と
解
す
る
が
安
當
で
あ
る
。

又
唐
律
疏
議
毒
一
・
座
庫
・
應
輸
課
税
の
疏
議
に

應
輪
課
税
。
謂
租
訓
地
税
之
類
。

と
て
、
課
挽
の
内
容
を
租
調
地
税
之
類
と
し
て
お
り
、
税
が
地
税
を
指
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
例
に
よ
る
も
課
は
租
調
を
意
味
し
た
も
の
と
思

唐
代
の
課
に
つ
い
て
七
三
．

二
、
課
役
の
課
の
意
義

｡

、



I

前
節
引
用
の
唐
律
疏
議
・
名
例
李
・
課
調
依
沓
の
疏
議

侍
丁
依
令
免
役
。
唯
輸
調
及
租
。
爲
其
充
侍
未
流
。
故
云
課
調
依
奮
。

に
於
け
る
課
調
の
解
明
は
不
問
の
儘
残
し
て
お
い
た
が
、
暫
く
課
調
に
つ
い
て
考
読
を
加
え
よ
う
。
諜
調
の
課
を
課
役
の
課
と
同
様
租
調
と
解

い
る
。
し
か
も
雑
抽
使
役
は
雑
筏
名
義
の
色
役
（
鍵
）
を
指
す
と
思
わ
れ
る
か
ら
こ
の
記
事
に
よ
る
も
課
役
が
雑
樒
を
含
ま
ぬ
こ
と
は
知
ら
れ
よ

、

う
。
課
役
が
雑
揺
を
含
ま
ぬ
と
す
虹
ぱ
課
役
の
課
が
雑
揺
そ
の
も
の
で
な
い
こ
と
は
當
然
で
あ
る
。

唐
代
の
課
に
つ
い
て
七
四

姓
３

わ
れ
る
。
更
に
同
書
・
名
例
李
・
犯
死
罪
非
十
悪
・
課
調
依
薔
の
疏
議
・
問
答
に

疏
議
日
。
侍
丁
依
令
免
役
。
唯
輪
訓
及
租
（
岬
）
‐
答
日
。
（
聯
）
又
断
死
之
徒
例
無
輸
課
。
雌
得
留
侍
。
課
不
合
徴
。
冤
課
悲
恩
用
爲

允
。

と
て
、
侍
丁
が
死
罪
を
犯
し
、
期
親
な
き
故
勅
許
を
得
て
留
る
場
合
、
及
び
同
人
が
恩
赦
に
逢
っ
て
後
更
に
侍
丁
た
る
場
合
の
税
役
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
断
死
の
徒
は
そ
の
生
存
中
課
な
き
を
常
例
と
す
る
故
、
死
罪
囚
に
し
て
侍
に
留
ろ
者
と
雌
も
課
を
徴
す
べ
か
ら

す
と
い
い
、
更
に
赦
に
逢
い
罪
を
解
か
れ
て
も
特
に
「
落
恩
」
の
意
を
以
て
莞
課
せ
よ
と
教
え
て
い
る
。
と
す
る
と
侍
丁
の
負
う
税
役
上
の
負

駐
４

婚
が
課
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
且
つ
そ
の
課
は
上
文
に
よ
り
「
調
及
租
」
を
そ
の
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

從
來
吾
が
東
洋
史
家
に
は
、
課
役
の
課
を
租
訓
の
意
に
解
す
る
人
が
多
か
っ
た
が
、
筆
者
も
前
述
の
理
由
に
よ
っ
て
こ
れ
に
識
す
る
も
の
で

あ
る
。
從
っ
て
課
役
は
租
調
役
２
－
頑
目
と
す
べ
き
も
の
で
こ
の
中
に
雑
揺
は
含
ま
ぬ
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
記
水
部
式

に
見
え
る
都
水
監
漁
師
の
恩
典
「
冤
其
課
役
及
雑
橋
」
に
よ
っ
て
了
承
せ
ら
れ
る
が
、
同
・
水
部
式
に
河
陽
橋
水
手
の
恩
典
を
述
べ
て
「
並
菟
課

役
。
不
在
征
防
・
雑
抽
使
役
及
簡
鮎
之
限
」
と
あ
り
、
河
陽
橋
水
手
は
課
役
菟
除
の
他
に
、
征
防
・
雑
抽
使
役
・
簡
鮎
か
ら
も
除
外
せ
ら
れ
て

一
言
課
調
の
課
の
意
義

－



、

す
れ
ば
調
が
重
複
し
て
上
文
の
「
唯
輸
調
及
租
」
と
矛
盾
す
る
。
寧
ろ
課
調
は
こ
の
「
調
及
租
」
を
承
け
る
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
こ
の
課

は
租
を
指
す
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
推
測
を
助
け
る
も
の
と
し
て
通
典
垂
二
・
職
官
↑
の
門
夫
を
述
べ
た
條
に

取
年
十
八
以
上
中
男
及
残
疾
（
癖
）
減
五
句
者
。
残
疾
尭
課
調
。
中
男
免
雑
橋
。

と
て
、
残
疾
門
夫
の
就
役
五
旬
に
滿
つ
る
と
き
は
、
課
調
菟
除
の
特
典
賦
與
を
明
示
し
て
い
る
。
正
丁
は
五
十
日
の
正
役
就
勢
に
て
當
年
の
課

駐
５

役
は
全
見
せ
ら
れ
る
規
定
で
あ
る
が
、
残
疾
は
本
來
正
役
免
除
で
あ
り
へ
そ
の
税
役
は
侍
丁
と
同
様
、
雑
樵
を
除
い
て
は
租
調
に
限
ら
れ
て
い

姓
０

た
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
正
丁
五
十
日
の
正
役
服
勢
の
代
償
た
る
課
役
苑
除
に
對
し
て
、
淺
疾
五
十
日
の
雑
揺
就
勢
の
償
い
を
課
調
免
除
と
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
る
と
課
訓
は
一
兀
來
正
役
免
除
者
の
全
税
役
癖
蠅
）
の
呼
稲
で
あ
る
か
ら
そ
の
内
容
は
租
訓
で
あ
り
、
従
っ
て
課
訓
の

課
は
租
を
意
味
す
る
も
の
と
見
て
誤
あ
る
ま
い
。
但
し
課
調
は
雑
橋
以
外
の
全
負
揺
を
課
役
と
い
う
に
對
し
て
正
役
免
除
者
の
全
税
役
を
指
す

所
に
重
黙
が
あ
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
奎
唐
丈
確
垂
李
蛎
岬
・
諸
令
御
史
棯
校
戸
口
表
の
一
節
に

此
等
浮
衣
寓
食
。
積
歳
掩
年
王
役
不
供
。
簿
籍
不
桂
。
或
出
入
關
防
。
或
往
來
山
澤
。
非
直
課
調
虚
鋤
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
「
課
調
虚
鯛
」
と
あ
ろ
は
、
上
の
「
王
役
不
供
」
に
對
す
る
も
の
で
、
王
役
以
外
の
残
餘
の
税
役
は
課
調
を
以
て
示
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
考
え
る
と
全
税
役
（
瞬
搾
）
を
課
役
と
呼
ぶ
に
對
し
て
、
正
役
を
除
外
し
た
税
役
を
課
調
と
呼
ぶ
用
法
あ
り
し
こ

と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
更
に
同
書
罐
九
・
高
宗
武
后
琴
。
改
元
荻
初
赦
文
の
一
節
に

縣
令
邇
懸
調
。
井
丁
夫
・
雑
匠
・
衞
士
及
有
番
第
等
。
違
番
及
逃
走
。
雁
陪
番
及
徴
課
調
者
。
並
特
宜
苑
放
。

と
て
、
丁
夫
・
雑
匠
・
術
士
を
始
め
と
す
る
番
役
違
番
者
叉
は
逃
走
者
に
し
て
、
そ
の
欠
番
勢
役
を
袖
う
べ
き
者
及
び
か
か
る
番
役
者
に
し
て

課
調
を
徴
す
べ
き
者
は
苑
放
す
べ
し
と
い
っ
て
い
る
。
文
中
の
丁
夫
の
丁
は
正
役
で
あ
り
、
他
に
恭
役
に
し
て
庸
の
被
免
者
も
多
く
居
た
筈
で

あ
る
か
ら
、
彼
等
正
役
完
濟
者
の
税
役
も
亦
正
役
除
外
の
語
を
以
て
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
鐸
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
上
記
の
如
く
課
訓
を
以
て
表
わ

し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

唐
代
の
課
に
つ
い
て
七
五

▲
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．
呉
丙
・
王
丁
。
共
有
職
。
納
課
分
利
。
丙
云
有
朕
。
丁
云
榔
日
知
分
匝
得
無
職
。

に
「
納
課
分
利
」
の
課
が
あ
る
。
と
れ
は
呉
丙
・
王
丁
雨
人
で
職
を
共
有
し
、
こ
れ
を
第
三
者
に
賃
貸
し
て
そ
の
使
用
料
た
る
課
を
折
牛
し
て

い
た
の
に
、
果
丙
が
分
利
の
不
公
平
を
詰
り
、
股
あ
り
と
し
て
丁
を
訴
え
た
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
課
は
（
畷
）
賃
貸
使
用
料
で
あ
る
こ
と
に
間

違
い
あ
乱
ま
い
。
更
に
冊
府
一
兀
鼈
稚
韮
・
邦
計
部
癖
・
圃
復
門
・
順
宗
貞
元
二
十
一
年
の
詔
に

畿
内
及
諸
州
府
莊
宅
・
店
舗
・
車
坊
・
園
・
職
・
零
地
等
。
所
有
百
姓
及
諸
色
人
・
雁
欠
租
課
餅
科
見
銭
純
車
等
。
共
五
十
三
萬
餘
並
放

華
幸
唾
・
判
訓
。
搬
分
利
不
平
判
の

地
人
」
の
租
は
「
租
課
」
の
租
と
同
じ
く
官
田
佃
作
或
い
は
佃
作
料
の
意
で
あ
り
「
租
課
」
は
小
作
料
又
は
小
作
料
負
捨
と
解
す
べ
き
で
、
こ

の
場
合
・
租
・
課
共
に
小
作
料
の
意
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
弧
い
て
云
え
ば
租
は
官
田
叉
は
私
田
の
小
作
料
で
あ
り
、
課
は
一
般
に
賃
貸

使
用
料
の
意
で
あ
っ
て
耕
田
小
作
料
の
み
に
は
限
ら
ぬ
よ
う
で
あ
る
。
課
の
内
容
に
開
す
る
こ
の
推
測
を
裏
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
丈
苑
英

以
上
、
税
目
の
一
種
と
熟
し
た
課
、
即
ち
課
役
・
課
訓
等
の
課
の
吟
味
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る
課
は
租
を
含
む
か
或

指
す
蒲
租
と
熟
し
た
租
課
な
る
語
も
亦
散
見
す
る
。
即
ち
全
店
文
雄
一
・
辱
宗
・
申
勧
澱
俗
勅
の

其
逃
人
田
宅
不
得
州
容
壷
買
。
共
地
任
郷
原
例
。
租
納
州
縣
倉
。
不
得
令
租
地
人
代
出
租
課
。

に
あ
る
租
課
は
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
州
縣
官
に
令
し
て
逃
人
田
宅
の
寅
買
を
禁
じ
、
そ
の
田
は
收
公
し
て
郷
原
の
例
に
よ
っ
て

こ
れ
を
州
縣
倉
に
納
め
し
め
、
且
つ
こ
の
牧
公
田
借
受
人
が
又
貸
し
し
て
租
課
を
代
出
せ
し
む
る
を
禁
じ
た
詔
で
あ
る
。
文
中
の

唐
代
の
課
に
つ
い
て
七
六

以
上
數
例
に
よ
っ
て
、
課
役
と
課
調
は
相
對
す
る
語
で
前
者
が
雑
縦
以
外
の
全
税
役
を
示
す
に
對
し
、
後
者
は
正
役
を
含
ま
ぬ

ｒ

異
し
て
お
り
、
從
っ
て
弧
い
て
い
え
ば
課
訓
の
課
は
租
を
意
味
す
る
も
の
な
る
こ
と
も
了
解
せ
ら
れ
よ
う
。

四
、
租
課
の
課
の
意
義 ｜

い

’
、
巳

識
に
於
て
相

は
租
自
身
を

租
を
取
り
、

「
租
納
」
「
租

､

■
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と
あ
る
。
記
事
中
の
租
課
は
莊
宅
・
店
舗
・
車
坊
・
園
。
磑
・
零
地
等
の
官
有
建
造
物
又
は
官
有
零
地
の
賃
貸
使
用
料
を
指
す
も
の
で
、
租
課

の
租
は
排
田
小
作
料
の
意
掻
く
、
課
は
小
作
料
の
他
、
莊
宅
・
店
舗
。
車
坊
・
園
・
碓
等
か
使
用
料
を
も
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
上
、

二
三
例
に
よ
っ
て
租
課
の
課
は
賃
貸
使
用
料
を
意
味
す
る
も
の
な
る
こ
と
が
納
得
せ
ら
れ
よ
う
。

勵
官
及
び
官
吏
役
使
人
た
る
防
閣
・
庶
僕
・
白
直
等
が
紬
れ
る
課
、
或
い
は
中
男
に
し
て
官
吏
砺
使
に
差
配
せ
ら
れ
た
執
衣
及
び
城
門
・
倉

庫
門
の
弊
怖
に
籍
せ
ら
れ
た
門
夫
が
負
婚
し
た
課
、
更
に
親
事
・
帳
内
と
し
て
官
吏
配
下
に
籍
せ
ら
れ
た
品
子
が
負
指
し
た
品
子
課
等
の
課

は
、
上
述
來
の
課
役
・
課
調
等
の
課
と
同
一
概
念
を
以
て
律
す
る
こ
と
は
不
常
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
い
う
の
は
、
勅
官
及
び
防
閣
・
庶

僕
・
白
直
等
は
丁
男
で
は
あ
る
が
課
役
免
除
者
で
あ
り
、
執
衣
及
び
一
部
の
門
夫
は
中
男
な
る
故
こ
れ
も
課
役
負
擴
か
ら
除
外
せ
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
品
官
の
子
た
ろ
品
子
も
亦
課
役
負
措
者
で
は
な
い
。
か
く
こ
の
種
の
課
納
入
者
は
課
役
苑
除
者
で
あ
る
と
い
う
鮎
に
於
て
共
通
の
特

礎
を
有
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
課
は
課
役
・
課
調
の
課
と
は
全
く
異
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
然
ら
ば
こ
の
種
の
課
の
内
客
は
如
何
に
解
す

ぺ
き
で
あ
ろ
う
か
。

Ｉ
官
吏
役
使
人
の
納
れ
ろ
課

唐
代
官
吏
に
は
そ
の
品
秩
。
職
事
の
相
異
に
應
じ
、
名
目
を
異
に
す
る
役
使
人
が
数
に
差
等
を
つ
け
て
配
派
せ
ら
れ
た
。
通
曲
垂
三
・
職
官

』
に

訓
露
元
年
九
月
。
職
事
五
品
以
上
者
準
奮
給
仗
身
。
武
后
光
宅
元
年
九
月
以
京
官
八
品
九
品
俸
料
授
簿
。
諸
八
品
毎
年
給
庶
僕
三
人
九
品

二
人
。
又
有
親
事
・
帳
内
吟
報
耗
蝿
娠
蛎
認
郵
州
錘
報
軸
蝿
手
癖
率
咽
。
凡
王
公
以
下
及
文
武
職
事
三
品
以
上
辮
勲
者
則
給
之
。
（
職
）
諸
州

唐
代
の
課
に
つ
い
て
七
七

莞
0

＃

五
、
番
役
人
の
納
れ
る
課
の
意
義

１
１

し

、
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の
就
役
、
即
ち
四
ケ
月
就
努
で
あ
っ
て
、
一
年
毎
に
籍
を
替
え
て
い
た
こ
と
は
「
毎
周
而
代
」
に
よ
っ
て
察
せ
ら
れ
る
。
彼
等
が
役
使
に
身
を

上
さ
な
い
場
合
は
、
防
閣
・
庶
僕
・
白
直
・
士
力
は
毎
年
二
千
五
百
文
、
執
衣
は
一
千
文
以
内
の
課
産
納
れ
ろ
規
定
で
あ
っ
た
。
又
親
事
・
帳

、
、
『

内
等
の
品
子
の
納
課
に
つ
い
て
は
唐
會
要
華
北
・
諸
司
諸
色
本
銭
上
・
血
観
十
二
年
の
條
に
・

叉
令
文
武
職
事
三
品
以
上
。
給
親
事
。
帳
内
。
以
六
品
七
品
子
爲
親
事
。
以
八
品
九
品
子
爲
帳
内
。
歳
納
銭
千
五
百
・
詔
之
品
子
課
銭
。

と
あ
る
か
ら
、
そ
の
年
額
は
千
五
百
文
で
あ
っ
た
課
で
あ
る
・
品
子
課
銭
は
試
に
應
じ
、
散
官
授
官
の
前
提
と
し
て
課
せ
ら
れ
る
も
の
で
他
の

役
使
人
の
課
と
は
稻
々
内
容
を
異
に
す
る
。
唯
随
身
緬
使
等
の
勢
役
に
服
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
の
中
、
執
衣
が
一
千
文
以
内
の
納
課
で
事
足

駐
９

り
た
の
は
こ
れ
が
中
男
な
る
故
で
あ
り
、
丁
男
に
あ
っ
て
は
仗
身
を
除
け
ば
大
鰐
開
元
か
ら
天
蜜
前
半
迄
は
二
千
五
百
文
が
年
間
の
納
課
額
で

詐
刈

あ
っ
た
。
而
し
て
丁
男
一
人
一
年
二
千
五
百
文
の
諜
額
は
鴫
沙
石
室
恢
書
・
水
部
式
に

（
睦
共
差
水
手
五
千
四
百
人
。
（
睡
価
折
免
將
役
年
及
正
役
年
課
役
。
兼
准
屯
丁
例
。
毎
夫
一
年
各
帖
一
丁
。
挫
く
丁
取
免
雑
猫
。
人

．
應
代
の
課
に
つ
い
て

七
八

流
外
九
品
以
上
皆
給
白
直
。
（
癖
）
諸
州
沈
門
九
品
以
上
及
在
外
朧
官
五
品
以
上
皆
給
執
衣
癖
函
縄
睡
郵
噛
峰
唖
者
唾
（
職
）
分
爲
菫
蕃
。

毎
周
巾
代
癖
率
飛
者
一
初
以
民
丁
中
男
充
爲
之
。
役
使
者
不
得
踊
境
。
後
皆
捨
其
身
巾
收
典
課
。
課
入
所
配
之
官
。
逢
爲
恒
制
。
鋲
戊
官
以

寂
上
中
下
馬
差
。
上
鍾
給
仗
身
四
人
。
（
軸
）
北
〈
仗
身
十
五
日
一
時
收
蚕
六
百
四
十
。
公
、
王
邑
士
睡
十
郡
主
催
十
（
癖
）
凡
州
縣
官
皆
有

白
直
。
（
岬
）
凡
諸
親
王
府
脇
拡
給
士
力
。
救
如
白
直
。
城
〈
防
閣
・
熊
僕
・
白
直
・
士
力
納
諜
者
毎
年
不
過
一
千
五
百
。
執
衣
元
不
遡
一

千
文
。

７

と
て
、
王
公
以
下
文
武
職
事
三
品
以
上
の
者
に
親
事
・
帳
内
な
る
品
子
、
諾
州
流
内
九
品
以
上
及
び
州
縣
官
に
白
直
、
諸
州
流
内
九
品
以
上
及

び
在
外
監
官
五
品
以
上
に
執
衣
、
鎭
成
の
官
に
仗
身
、
公
主
・
郡
主
等
に
邑
士
、
親
王
府
脇
に
士
力
、
を
と
い
う
よ
う
に
班
給
せ
ら
れ
て
い
た
こ

注
８

と
が
見
え
、
記
熱
中
末
尾
の
防
閣
は
在
京
五
品
以
上
の
宮
に
給
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
庶
僕
は
六
品
以
下
に
給
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ

れ
ら
多
種
に
し
て
多
撤
の
役
使
人
は
、
仗
身
ロ
「
十
五
日
一
時
」
の
就
役
を
除
け
ば
、
他
は
「
分
爲
三
番
」
で
あ
る
か
ら
一
年
を
三
組
に
分
け
て
．

■
て
■
■
■

’
'

’



P

／

Ｔ
Ｉ
七
１

と
て
、
開
元
二
十
五
年
當
時
、
水
手
に
帖
せ
ら
れ
賓
助
二
千
五
百
文
の
納
入
を
命
ぜ
ら
れ
た
丁
は
、
そ
の
償
い
に
雑
橋
を
取
苑
せ
ら
れ
て
い
る

か
ら
、
こ
れ
は
丁
男
一
年
の
雑
橋
代
慣
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
更
に
前
に
引
用
し
た
令
集
解
に
ひ
く
開
元
式
の
記
事
に
も
明
か
な
如
く
、
彼
等

官
吏
役
使
の
丁
男
は
課
役
免
除
者
で
あ
る
か
ら
、
彼
等
は
雑
橋
名
義
で
そ
の
勢
役
を
果
し
て
い
た
も
の
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
と
す
れ
ば
官
吏
役

使
丁
男
の
課
二
千
五
百
文
は
雑
橘
の
代
償
で
あ
る
と
断
じ
て
誤
あ
る
垂
い
。
・

課
は
雑
橋
代
償
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
、
執
衣
の
課
一
千
文
を
み
れ
ば
、
中
男
た
る
執
衣
の
負
う
税
役
は
雑
樒
の
み
で
あ
る
か
ら
當

然
そ
の
代
微
で
あ
り
、
官
吏
役
使
人
の
納
れ
る
課
は
、
そ
れ
が
丁
男
た
る
と
中
男
た
る
と
左
問
わ
ず
一
様
に
雑
橋
不
就
勢
の
代
償
で
あ
る
と
い

い
得
る
。
但
し
こ
こ
に
解
明
を
要
す
る
の
は
「
其
仗
身
十
五
日
一
時
收
登
六
百
四
十
」
の
一
項
で
あ
っ
て
．
こ
れ
は
仗
身
に
差
せ
ら
れ
た
者

の
、
十
五
日
問
一
回
服
役
と
六
百
四
十
文
の
納
銭
義
務
と
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。
六
百
四
十
文
を
課
と
呼
ば
す
に
蓑
と
い
っ
た
所
に
問
題
を

孕
ん
で
い
る
が
、
菱
に
つ
い
て
は
後
で
考
溌
を
如
え
る
こ
と
と
す
る
。

Ⅱ
其
他
の
番
役
代
償
の
課

・
番
役
不
就
弊
代
償
に
課
産
納
れ
た
も
の
と
し
て
官
吏
役
使
人
以
外
に
例
を
求
む
れ
ば
門
夫
が
あ
る
。
門
夫
に
つ
い
て
は
通
典
誌
三
・
職
官
↑

に

諸
州
縣
不
配
防
人
虎
城
及
倉
庫
門
各
二
人
。
須
守
謹
者
。
収
年
十
八
以
上
中
男
及
礎
疾
。
（
僻
）
番
一
旬
。
毎
城
門
各
四
人
。
倉
庫
門
各

二
人
。
基
界
兆
河
南
府
及
赤
縣
大
門
各
六
人
。
応
門
各
三
人
。
癖
）
雌
輌
恥
識
噴
蝿
即
輌
癖
準
弘
諏
趣
慨
嘩
恥
狩
鍛
》
圭
許
剰
庶
滿
五
旬

者
。
残
疾
免
課
調
。
中
男
兎
雑
橋
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
門
夫
に
常
る
者
は
十
八
才
以
上
の
中
男
及
び
痩
疾
で
あ
り
彼
等
は
毎
番
一
旬
の
就
鍔
で
あ
っ
た
。
も
し
番
上
到
ら
ざ

る
時
は
閑
月
一
百
七
十
文
、
忙
月
二
百
文
以
内
の
課
を
納
れ
ろ
規
定
で
あ
る
。
而
し
て
中
男
門
夫
の
挽
役
は
雑
橋
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
就
鍔

店
代
の
課
に
つ
い
て
七
九

家
這
梢
股
有
者
。
人
出
二
千
五
百
文
餐
助
。

‘
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っ
て
も
知
ら
れ
よ
う
。

談
り
今
少
し
上
述
米
の
意
味
の
課
に
つ
い
て
袖
説
し
よ
う
。
鴫
沙
石
室
供
書
・
水
部
式
に

其
供
橋
雑
。
近
料
渡
多
少
。
預
申
所
司
量
配
。
先
取
近
橋
充
。
若
無
巧
手
蕊
以
次
差
配
。
依
番
追
上
。
若
須
併
使
。
亦
任
津
司
與
管
近
州

相
知
。
堂
事
折
番
随
淡
追
役
。
如
當
年
無
役
准
式
徴
課
。

と
あ
る
。
こ
の
記
事
に
よ
る
と
、
橋
雑
役
は
先
ず
近
橋
の
巧
手
よ
り
選
び
充
て
、
若
し
役
人
他
州
に
及
べ
ば
津
司
は
該
州
長
官
と
協
議
の
上
そ

の
州
の
番
役
に
折
し
、
必
要
に
應
じ
て
追
役
す
る
を
許
す
が
、
も
し
常
年
橋
雑
役
な
け
れ
ば
式
に
準
じ
て
課
を
徴
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
。
こ
こ

に
い
う
橋
雑
は
橋
に
開
す
る
諸
勢
役
で
雑
椛
名
義
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
．
こ
の
役
を
橋
雑
と
い
っ
て
い
る
こ
と
、
及
び
該
労
役
は
州
の
管

轄
に
脇
す
る
も
の
か
ら
割
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
更
に
不
就
役
代
償
を
正
役
代
償
の
庸
と
せ
ず
課
と
し
た
こ
と
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
石
。
か

か
る
橋
雑
が
な
い
年
は
「
准
式
徴
課
」
と
て
、
そ
の
代
償
た
る
課
を
徴
せ
よ
と
い
っ
て
い
る
か
ら
、
課
は
雑
揺
代
償
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ
に
ょ

く
同
義
の
も
の
を
養
課
と
呼
ぶ
例
が
後
年
に
は
多
い
。
今
こ
の
門
夫
の
課
を
新
唐
害
華
五
・
食
貨
・
開
元
十
八
年
の
條
に
つ

謂
之
門
夫
。
番
上
不
至
者
。
問
月
督
課
銭
爲
侭
百
七
十
忙
月
二
百
。
至
是
以
門
夫
蓑
課
。
給
州
縣
官
。

と
て
、
前
文
で
は
課
銭
を
督
す
と
い
い
後
文
で
は
門
夫
賛
課
と
呼
ん
で
い
る
。
然
ら
ば
、
課
と
蚕
課
と
は
凡
ゆ
る
場
合
に
全

と
と
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
の
鮎
に
つ
い
‐
て
は
菱
の
解
明
を
俟
た
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
な
る
。
併
し
菱
及
び
養
課
に
つ
い
て

五
旬
に
及
べ
ば
雑
猫
免
除
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
門
夫
就
勢
が
雑
揺
名
義
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
こ
の
雑
術
名
義
の
門
夫
不
就
労

代
償
が
課
と
呼
ば
れ
て
い
る
か
ら
、
中
男
門
夫
の
課
は
雑
橘
代
価
で
あ
る
。
又
残
疾
丁
は
正
役
を
除
い
た
他
２
－
蘓
役
を
負
嬬
し
て
い
た
も
の

と
思
わ
れ
る
こ
と
、
及
び
元
来
「
夫
」
は
雑
祷
就
労
の
名
稲
な
る
こ
と
の
二
鮎
か
ら
推
し
て
、
淺
疾
門
夫
の
就
労
も
雑
筏
名
義
で
あ
り
、
從
っ

て
そ
の
不
就
労
代
俄
の
課
も
亦
雑
樵
代
償
で
あ
る
。
雑
術
代
俄
を
課
．
と
呼
ん
だ
こ
と
は
上
來
の
記
述
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
が
、
こ
の
課
と
全

唐
代
の
課
に
つ
い
て
・
八
○

Ⅲ
「
納
課
戸
」
の
課
に
つ
い
て

く
同
義
か
と
い
う

の
考
説
は
次
節
に

い
て
み
れ
ば
、罫

ノ
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税
役
免
除
と
衣
糧
給
費
と
を
受
け
、
禁
軍
の
職
務
た
る
宿
衞
・
征
行
は
果
さ
ず
、
身
は
市
厘
に
居
て
販
驚
に
從
事
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
彼

等
が
納
課
戸
の
名
称
を
得
た
所
以
は
、
宿
衛
・
征
行
の
代
俄
に
銭
を
納
れ
て
そ
の
役
を
免
れ
た
所
に
。
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
然
る
に
當
時
既
に
雨

税
法
溌
施
中
で
正
役
・
雑
揺
は
税
役
負
捲
か
ら
姿
を
消
し
て
い
た
筈
で
は
あ
る
が
、
な
ほ
弧
制
的
努
働
奉
仕
た
る
差
役
の
例
は
多
く
見
ら
れ
る

！
■
Ｉ
な
ぞ
ら
一

か
ら
、
長
安
富
戸
の
こ
の
納
銭
を
從
來
の
雑
揺
代
侭
の
納
課
に
比
え
て
納
課
戸
と
呼
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
納
課
戸
の
呼
稲
に
對
す
る
如
上

の
考
説
を
蕊
づ
け
る
も
の
と
し
て
奮
唐
害
華
咋
、
。
列
傳
・
官
官
・
黄
文
場
の
條
に

徳
宗
。
以
親
軍
委
白
志
皮
。
志
貞
多
納
豪
民
賂
。
補
爲
軍
士
。
取
其
怖
直
。
身
無
在
軍
者
。
但
以
名
籍
請
給
而
已
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
納
課
戸
の
納
れ
た
銭
は
伽
直
で
あ
っ
た
と
老
え
ら
虹
る
。
露
擁
趣
恥
唖
轄
韮
甦
坤
竜
謎
垂
當
時
も
建
中
元
年
以
前
の

畦
廻

雑
橋
に
相
営
す
る
努
役
奉
仕
は
絶
無
で
は
な
く
、
殊
に
京
師
に
は
そ
の
こ
と
が
多
か
っ
た
の
で
納
課
戸
本
來
の
目
的
は
納
課
に
よ
る
雑
揺
規
避

に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
即
ち
彼
等
は
徳
宗
。
遥
宗
の
辨
銀
抑
唾
策
に
よ
っ
て
加
重
せ
ら
れ
た
一
般
白
丁
の
雑
揺
名
義
の
力
役
と
、
逆
に

禁
堆
に
與
え
ら
れ
た
優
遇
と
を
見
て
、
禁
軍
に
桂
籍
納
銭
し
以
て
府
縣
差
役
を
兎
れ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
納
銭
は
雑
揺
代
侭
で

あ
っ
た
課
で
あ
る
。
冊
府
元
蝿
硲
廻
・
邦
計
部
都
・
賦
税
門
李
・
饗
膳
元
年
四
月
の
條
に

制
。
京
畿
百
姓
多
既
諸
軍
諸
使
。
或
戸
内
一
人
在
軍
。
其
父
兄
子
弟
皆
不
受
府
縣
差
役
。
頃
者
頻
有
制
勅
庭
分
。
如
聞
尚
未
逆
行
。

と
て
、
戸
内
一
人
の
在
軍
者
あ
れ
ば
其
の
父
兄
子
弟
拷
雑
稚
た
る
府
縣
差
役
を
受
け
な
い
と
あ
る
は
、
こ
奴
を
證
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
に

よ
っ
て
納
課
戸
の
課
も
亦
、
雑
橋
代
償
で
あ
る
と
見
て
誤
あ
る
ま
い
。

唐
代
の
課
に
つ
い
て

八
一

納
課
戸
に
つ
い
て
は
唐
會
要
華
七
・
京
城
諸
軍

あ
ら
ゆ
る

左
右
瀧
武
等
六
軍
及
威
遠
螢
應
納
課
戸
・

庇
、
禁
軍
佳
籍
者
十
五
六
焉
。
至
有
侍
共
多
藏
安
心

身
不
宿
禰
以
銭
代
行
。
謂
之
納
課
戸
、
至
是
禁
絶
。

と
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
長
安
に
於
て
禁
軍
に
影
庇

こ
れ
は
長
安
に
於
て
禁
軍
に
影
庇

毒
・
京
城
諸
軍

を
求
め
た
も
の
の
一
種
で
、
賂
を
納
れ
て
禁
軍
に
桂
籍
し
て
禁
軍
享
受
の
恩
典
た
る
或
種
の

・
元
和
士
二
年
士
一
月
の
勅
に

あ
ら
ゆ
る

』
應
納
課
戸
。
其
一
千
八
十
人
所
請
衣
糧
宜
並
勒
停
。
価
委
本
軍
具
名
牒
逢
府
縣
收
管
。
龍
舘
諏
津
評
準
趣
鑑

至
有
特
其
多
藏
安
虚
闇
閲

〃
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か
ら
、
既
に
椀
役
の
一
種
と
し
て
固
定
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
然
ら
ば
蚕
課
は
上
述
來
の
雑
橋
代
償
た
る
課
と
如
何
な
る
關
係
に
あ
る

も
の
で
あ
ろ
う
か
、
雨
者
の
關
係
深
き
と
思
わ
し
め
る
例
と
し
て
一
書
に
門
夫
課
と
あ
る
を
他
書
に
門
夫
賓
課
と
記
し
、
叉
手
力
養
課
銭
を
課

を
以
て
表
わ
し
て
い
る
こ
と
は
已
述
し
た
。
更
に
齊
唐
誓
捲
郷
．
食
貨
・
開
元
二
十
五
年
三
月
の
勅
で
は
、
上
文
の
「
庸
調
蚕
課
」
左
下
文
に

「
調
課
一
と
承
け
て
賓
課
を
課
で
表
わ
し
、
唐
含
要
奄
九
・
内
外
官
料
銭
上
・
貞
元
三
年
六
月
の
條
・
李
泌
奏
文
中
に
「
加
世
手
力
炎
課
・
雑

給
等
」
と
あ
る
所
が
花
面
唐
書
歴
八
・
列
博
・
李
泌
の
條
で
は
「
世
手
打
課
」
と
な
り
、
叉
新
唐
害
毒
五
・
食
貨
で
は
「
世
手
力
課
戯
給
銭
」
と

み
え
て
、
會
要
の
手
力
蚕
課
が
新
齊
唐
書
に
は
手
刀
課
と
あ
る
。
或
い
は
代
宗
初
年
創
置
の
聿
剛
苗
践
支
途
を
述
ぺ
て
、
通
典
誰
一
・
食
貨
一
・
．

雑
税
に
は
「
充
百
司
工
力
蚕
課
」
と
記
し
こ
れ
に
應
ず
る
も
、
が
新
厩
書
誌
五
・
へ
狸
安
で
は
「
給
百
官
手
打
課
」
と
な
り
、
蘇
府
誓
確
川
・
食

貨
及
び
識
治
通
艦
垂
一
手
唐
紀
拒
に
は
「
充
百
司
課
料
」
と
あ
っ
て
、
同
一
内
容
と
恩
し
き
も
の
を
菱
課
。
課
・
課
料
等
と
云
っ
て
い
る
。
以

上
諸
例
の
如
く
同
一
記
事
内
に
於
て
前
に
養
課
と
記
し
た
も
の
を
後
で
課
と
呼
び
、
一
史
料
で
は
課
と
呼
ん
だ
も
の
を
他
史
料
で
は
餐
課
と
記

し
た
例
が
少
く
な
い
所
か
ら
推
し
て
も
、
課
と
養
課
と
は
非
常
に
類
似
し
た
穐
目
で
あ
り
時
に
は
全
く
同
一
概
念
に
て
律
す
る
も
差
支
え
な
い

こ
と
す
ら
あ
る
。
併
し
そ
の
發
生
が
課
は
唐
初
に
あ
り
蚕
課
は
開
元
六
年
初
見
と
い
う
こ
と
、
及
び
唐
初
に
課
と
呼
ん
で
い
た
も
、
を
そ
の
礎

開
元
初
め
に
費
課
と
改
穂
せ
ら
れ
た
と
は
思
え
な
い
こ
と
等
、
賓
課
に
つ
い
て
は
課
を
以
て
律
し
得
な
い
税
役
上
考
究
す
ぺ
き
問
題
が
伏
在
し

雑
橋
代
償
の
呼
稲
で
あ
る
課
が
、
唐
初
既
に
番
役
人
負
婚
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の
に
對
し
て
斐
課
は
唐
命
叩
要
率
八
・
戸
部
尚
韮
凹
・
囲
空
ハ

年
五
月
四
日
の
勅
に

諸
州
毎
年
應
輸
廠
・
調
・
蚕
課
・
租
・
及
諸
色
俵
物
等
。
令
尚
書
櫛
。
本
司
豫
印
紙
途
部
。

と
あ
る
を
筆
者
の
始
見
と
す
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
養
課
は
開
元
六
年
常
時
、
租
庸
調
等
の
主
税
目
と
同
様
に
取
扱
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
ろ

唐
代
の
課
に
つ
い
て六

、
査
課
及
び
そ
れ
よ
り
派
生
せ
る
課

■
■
■
■
Ｔ
・
■
．
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て
い
る
。

雑
橋
代
償
の
課
に
類
し
た
力
役
代
償
の
呼
稲
と
思
わ
れ
る
蚕
に
つ
い
て
は
六
典
捲
。
尚
永
い
刑
部
・
都
官
郎
中
員
外
郎
の
條
に
．

凡
配
官
曹
長
輸
其
作
。
番
戸
雑
戸
川
分
爲
番
。
。
（
癖
）
十
一
ハ
已
上
常
番
・
請
養
者
亦
轆
之
。

と
あ
り
。
同
書
蟻
・
工
部
尚
書
の
條
に
は

凡
興
匙
修
築
材
木
工
匠
。
（
睡
其
厩
役
不
識
。
及
別
有
和
展
者
。
微
査
市
純
症
。
納
於
少
府
將
作
朧
。
其
巧
手
供
内
者
。
不
得
徴
資
。

と
あ
り
、
更
に
同
書
嘩
一
・
太
常
寺
・
・
太
樂
署
の
條
に
は

凡
樂
人
及
一
昔
蕊
人
。
（
卿
）
以
供
其
頚
。
若
有
故
不
任
供
奉
則
輸
菱
銭
。
以
充
枝
衣
樂
器
之
用
。

と
あ
り
、
叉
新
唐
書
毒
四
・
百
官
・
都
官
及
び
同
。
太
常
寺
の
條
に
も

凡
反
逆
相
坐
。
渡
其
家
配
官
曹
。
（
癖
）
不
番
上
。
歳
督
丁
賓
。
爲
銭
一
千
五
百
。
丁
艸
中
男
五
輸
其
一
・

散
樂
閏
月
出
妾
銭
百
六
十
。
長
上
者
復
孫
役
。
一
音
醗
人
納
養
者
。
歳
銭
二
千
。

等
と
あ
っ
て
、
番
戸
・
雑
戸
・
散
樂
・
晉
醗
人
及
び
少
府
・
將
作
監
工
匠
の
納
養
を
記
し
、
又
散
官
・
勲
官
等
の
納
餐
規
定
も
新
唐
書
に
明
示

し
て
い
る
霊
）
。
こ
れ
ら
の
菱
叉
は
養
銭
に
共
通
す
る
鮎
は
㈲
、
雑
猫
と
は
い
い
難
い
何
等
か
の
番
役
に
差
配
せ
ら
れ
た
者
が
不
上
番
の
際
監

當
官
司
に
努
役
代
償
と
し
て
納
め
た
織
物
の
名
綱
で
あ
る
こ
と
。
。
、
労
役
代
悩
と
し
て
の
蓑
は
営
然
の
責
務
と
し
て
國
家
が
弊
役
人
に
納
入

を
弧
い
た
こ
と
・
日
、
納
費
を
な
す
者
は
半
永
久
的
に
身
分
誌
固
定
し
て
い
て
白
丁
番
役
人
の
如
く
一
時
的
で
な
い
こ
と
、
の
三
つ
で
あ
る
。

菱
の
特
厩
を
以
上
の
よ
う
に
解
し
て
こ
れ
を
雑
橋
代
償
の
課
と
比
較
す
る
と
き
、
そ
こ
に
反
映
せ
ら
れ
た
國
家
意
志
に
大
な
る
懸
隔
が
あ
る
こ

と
を
知
る
。
先
掲
・
邇
典
の
記
事
に
よ
る
と
官
吏
役
使
人
の
課
に
あ
っ
て
は

其
防
閣
・
庶
僕
・
白
直
・
士
力
納
課
者
。
毎
年
不
過
二
千
五
百
。
執
衣
元
不
過
一
千
文
。

唐
代
の
課
に
つ
い
て
八
三

ひ
？

Ｉ
査
課
の
蚕
に
つ
い
て

〉
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た
も
の
が
、
血
観
十
年
代
に
は
既
に
一
般
化
し
た
結
果
已
む
を
得
ず
こ
の
制
産
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
貞
観
十
二
年
防
閣
課
に
観
て
青
士

に
出
儀
せ
し
め
た
こ
と
、
及
び
同
年
制
定
の
親
事
・
帳
内
な
る
品
子
の
負
播
千
五
百
文
が
晶
子
課
銭
と
呼
ば
れ
た
こ
と
（
玩
蔀
認
審
壁
罐
控
癖
率

唾
等
は
以
上
の
推
測
を
傍
證
す
る
恥
の
と
云
え
よ
う
。
蓑
と
課
に
存
す
る
以
上
の
如
き
起
源
相
異
の
推
断
を
立
證
す
る
も
の
と
し
て
、
唐
律

疏
瀧
奄
一
・
。
唐
律
・
職
制
下
・
「
北
〈
唯
供
己
駆
使
而
收
其
庸
直
者
罪
亦
如
之
」
の
疏
識
に

其
膳
供
ご
駆
使
者
。
謂
執
衣
白
直
之
類
。
止
合
供
身
駆
使
。
蝶
法
不
合
收
庸
。
而
收
庸
直
。
亦
坐
臓
論
。
罪
止
仗
一
百
。

た
だ

と
あ
っ
て
、
己
の
駆
使
に
供
す
べ
き
執
衣
・
白
直
の
類
は
、
止
身
を
駆
使
に
供
す
る
の
み
で
、
法
に
媒
り
庸
直
即
ち
課
を
收
め
る
こ
と
は
禁

じ
、
も
し
敢
て
こ
れ
左
爲
せ
ぱ
罪
せ
ら
れ
る
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
・
從
っ
て
駆
使
に
供
せ
ら
れ
た
官
吏
役
使
人
の
納
課
は
少
く
と

も
唐
初
に
於
て
は
違
法
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
こ
う
解
す
る
と
未
解
決
の
侭
礎
し
て
お
い
た
通
典
の
「
其
仗
身
十
五
日
一
時
收
餐
六
百
四
十
」

は
、
仗
身
た
る
者
は
十
五
日
間
。
一
回
服
役
及
び
（
本
人
の
意
志
に
拘
わ
り
な
く
）
被
供
役
者
に
對
す
る
六
百
四
十
文
の
納
入
を
義
務
づ
け
ら

れ
た
も
の
と
解
す
べ
く
、
諸
他
の
役
使
人
が
官
吏
と
の
任
意
交
渉
に
よ
っ
て
納
課
す
る
の
と
は
性
質
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

た
一
因
で
も
あ
ろ
う
。
即
ち
國
家
と
し
て
は
納
課
の
制
を
喜
ば
ず
‐
寧
ろ
こ
れ
を
非
合
法
行
爲
と
し
て
出
來
れ
ぱ
斥
け
た
い
意
向
で

官
吏
の
詠
求
を
防
が
ん
と
し
た
意
志
が
窺
わ
れ
ろ
。
開
元
二
十
四
年
に
は
防
閣
・
庶
僕
等
の
課
龍
上
限
の
二
千
五
百
文
に
勘

が
、
こ
れ
は
當
時
、
丁
男
雑
橋
の
代
俄
た
る
養
助
と
同
額
に
過
ぎ
泡
こ
と
前
述
の
如
く
、
課
役
免
除
の
恩
典
享
受
者
た
る

は
逆
に
輕
い
・
從
っ
て
「
後
皆
捨
其
身
叩
收
其
課
」
と
い
う
結
果
を
生
み
、
更
に
こ
れ
が
番
（
色
）
役
へ
の
奇
名
桂
籍
者

廠
代
の
課
に
つ
い
て
八
四

で
あ
り
、
門
犬
の
課
に
つ
い
て
も

唯
狐
微
諜
者
。
毎
番
閑
月
不
得
過
一
百
七
十
。
忙
月
不
得
過
二
百
文
。

が
、
國
家
確
認
の
納
養
規
定
は
厳
存
し
、
一
方
白
丁
中
男
と
官
吏
Ⅲ
に
あ
っ
て
は

と
あ
っ
て
、
蚕
の
如
く
確
定
的
・
義
務
的
の
も
の
で
は
な
く
、
納
課
を
認
め
た
以
上
、
勢
役
人
保
謹
の
た
め
出
來
ろ
丈
け
少少

こ
れ
に
代
る
方
法
も
な
い
所
か
ら
當
初
衲
課
を
黙
認
し
て
い

額
に
制
限
し
以
て

勘
定
せ
ら
れ
て
い
る

丁
男
の
負
撫
と
し
て

を
多
く
川
す
に
至
つ

あ
っ
た

－
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次
に
菱
の
課
と
異
る
特
質
は
、
そ
の
前
提
た
る
べ
き
勢
役
が
課
の
．
如
く
雑
術
名
義
の
を
れ
に
限
定
せ
ら
れ
ず
、
正
役
・
雑
橋
の
何
れ
に
も
脇

し
兼
ね
る
も
の
或
い
は
正
役
・
雑
術
以
上
に
諸
他
の
税
役
を
も
含
む
力
役
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
前
述
の
勲
官
・
散
官
及
び
番

戸
。
雑
戸
。
散
樂
。
責
野
人
等
の
役
、
或
い
は
白
丁
と
思
わ
れ
る
も
の
で
も
少
府
・
將
作
監
一
眺
脇
の
工
匠
・
雑
匠
等
の
役
に
し
て
後
述
の
色
役

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
推
移
し
そ
の
所
脇
役
不
明
確
と
な
っ
た
も
の
、
更
に
唐
奇
獅
要
玲
六
。
↓
閑
厩
使
・
開
成
四
年
正
月
の
條
に

．
郭
州
奮
因
御
賜
。
配
首
稽
丁
三
十
人
。
毎
人
毎
月
納
養
銭
二
賞
丈
。
都
計
七
百
二
十
澱
。

と
て
、
餐
俄
を
納
れ
た
肖
稽
丁
の
役
も
そ
う
で
あ
る
。
首
稽
丁
は
屯
丁
の
一
種
で
あ
り
、
且
つ
屯
丁
に
は
課
役
免
除
の
他
に
養
助
の
給
費
す
ら

姓
羽

あ
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
服
役
。
雑
猫
を
合
し
た
も
の
以
上
の
力
役
で
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
か
く
菱
は
こ
れ
が
疋
役
代
俄
の
庸
、
雑
橋

代
価
の
課
の
何
れ
に
も
脇
せ
し
め
得
ぬ
力
役
代
依
た
る
所
に
、
そ
の
税
目
と
し
て
の
存
在
理
川
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

Ｉ
菱
課

養
は
前
述
の
如
く
正
役
。
雑
筏
の
何
れ
に
も
脇
せ
ぬ
力
役
の
代
依
で
あ
る
が
、
囲
王
ハ
年
に
一
初
兇
さ
れ
る
養
課
は
蚕
及
び
課
の
二
税
目
を
指

す
も
の
で
は
な
く
、
軍
一
税
目
で
あ
る
こ
と
は
本
節
祁
川
頭
の
諸
例
に
よ
っ
て
納
得
さ
れ
よ
う
。
開
一
兀
六
年
以
前
一
税
目
と
し
て
養
課
が
登
場
し

た
の
は
如
何
な
る
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
は
蓑
及
び
課
の
性
蜘
接
近
に
よ
る
こ
と
勿
論
で
あ
る
が
、
更
に
そ
の
根
源
に
測
れ
ば

雨
者
の
前
提
た
る
力
役
の
近
接
が
そ
の
一
元
化
を
招
來
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
以
下
菱
課
壷
場
の
理
由
に
つ
い
て
老
読
を
加
え
よ
う
。

１
、
菱
と
課
の
性
庇
近
接

雑
橘
代
倣
の
納
課
を
店
朝
は
一
初
め
非
合
法
行
鰯
と
し
て
い
た
が
、
唐
初
か
ら
官
吏
と
そ
の
役
使
人
と
の
問
に
は
納
課
の
風
が
存
し
て
い
て
次

第
に
朧
行
の
佃
向
に
あ
っ
た
の
で
、
納
課
人
保
護
の
立
場
か
ぢ
課
額
を
制
限
し
て
、
や
む
な
く
こ
の
風
習
を
認
め
た
も
の
と
思
わ
れ
ろ
。
而
か

も
課
額
制
限
は
力
役
人
の
納
課
風
潮
に
拍
卑
を
か
け
、
大
多
数
の
力
役
人
が
納
課
人
化
す
る
に
至
っ
た
。
先
禍
・
邇
典
の
官
吏
役
使
人
を
記
し

た
條
に

庶
代
の
課
に
シ
い
て
八
五

Ｌ

､
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と
あ
る
か
ら
、
兵
部
及
び
州
縣
。
諸
曹
に
力
役
者
と
し
て
籍
せ
ら
れ
た
勲
官
が
、
不
上
番
の
際
は
護
軍
（
罐
三
）
以
上
は
六
百
、
上
輕
車
郡
尉

（
錘
四
）
以
下
は
一
干
の
納
萱
規
定
で
あ
っ
た
。
勲
官
激
増
の
一
鱒
機
は
武
括
・
成
享
五
年
の
授
勲
規
定
改
訂
に
よ
り
劃
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

い
て
見
よ
う
。
勲
一

文
散
階
二
十
斗

蚕
減
三
之
一
。

は
完
全
な
合
法
行
爲
と
化
し
・
納
蚕
と
毫
も
差
別
な
き
も
の
と
な
っ
た
こ
と
を
我
わ
せ
る
。

以
上
課
の
菱
へ
の
接
近
に
つ
い
て
考
説
を
加
え
た
が
逆
に
饗
の
課
へ
の
接
近
も
亦
考
え
ら
れ
る
ｃ
元
來
納
課
は
納
餐
の
制
に
頑
て
嫌
行
を
極

め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
後
に
は
納
養
が
納
課
に
近
接
す
る
と
い
う
奇
現
象
を
も
窺
い
知
る
こ
と
が
出
來
ろ
。
今
こ
れ
を
勲
官
の
納
養
に
つ

い
て
見
よ
う
。
勲
官
の
納
査
に
つ
い
て
は
新
店
害
奄
二
・
百
官
に

賎
晦

文
散
階
二
十
九
。
（
睡
不
上
番
者
歳
輪
養
嬢
。
三
品
以
上
六
百
六
品
以
下
一
千
。
（
畷
）
勲
官
亦
如
之
。
以
征
鎭
功
得
護
軍
以
上
者
納

唐
代
の
課
に
つ
い
て
八
六

武
后
・
光
宅
元
年
九
月
。
以
京
官
八
品
九
品
俸
料
授
簿
。
諸
八
品
毎
年
給
庶
僕
三
人
。
九
品
二
人
。

と
あ
ろ
は
、
醜
に
光
宅
元
年
以
前
唯
供
は
多
く
納
課
人
に
化
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
又
、
同
書
・
同
條
の
、
・

初
以
民
丁
中
男
充
爲
之
。
役
使
者
不
得
瞼
境
。
後
皆
捨
其
身
Ⅷ
收
其
課
。
課
入
所
配
之
官
。
逐
爲
恒
制
。

は
、
官
吏
役
使
人
た
る
力
役
負
擢
垂
痢
が
納
課
人
へ
全
面
的
に
鍵
化
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て
お
り
、
更
に
店
會
要
塞
九
・
内
外
官
料
嬢
上
・
儀
鳳

三
年
八
月
二
日
の
詔
に

宜
令
王
公
已
下
百
姓
已
上
り
率
口
出
銭
ｏ
以
充
防
閣
・
・
庶
僕
・
白
直
・
接
衝
府
仗
身
並
封
戸
内
官
人
俸
食
等
料
。

と
て
、
儀
凧
三
年
に
は
既
に
官
吏
役
使
人
に
養
物
支
給
を
命
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
と
の
就
役
の
長
期
化
し
且
つ
職
業
化
し
た
こ
と
を
示
す
と

共
に
、
反
面
不
就
役
納
課
人
の
蛎
加
と
そ
の
固
定
化
と
を
窺
わ
せ
る
。
こ
れ
を
間
夫
に
つ
い
て
見
れ
ば
邇
血
毒
三
・
職
官
↑
に

箕
後
畢
其
名
徴
其
登
以
給
郡
縣
之
官
。
其
門
之
多
少
課
之
高
下
。
任
土
作
之
。
制
無
有
常
数
。

姓
湛

と
て
、
一
畢
其
名
微
其
蚕
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
門
夫
登
籍
即
ち
代
侭
納
入
者
と
な
る
こ
と
を
示
す
と
同
時
に
開
元
十
八
年
常
時
、
納
課

●
Ｉ
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Ｉ
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こ
れ
に
つ
い
て
奮
唐
書
華
叫
・
職
官
に
は
威
享
五
年
に
蘂
け
て

自
是
已
後
戦
士
授
勲
者
動
盈
萬
計
。
毎
年
納
課
。
亦
分
番
於
兵
部
及
本
郡
當
上
省
司
ｏ
又
分
支
諸
曹
。
身
朧
役
使
有
類
童
僕
（
僻
）
在
於

脊
吏
之
下
。

と
て
、
モ
の
納
査
が
納
課
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
と
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
常
時
既
に
軸
官
の
菱
が
雑
揺
名
義
の
代
償
た
る
課
と
相
近
接
し

て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
頚
雷
、
軸
官
は
城
門
・
庫
門
の
門
夫
監
當
②
執
刀
長
・
鱒
通
水
手
・
海
師
・
施
師
ｐ
橋
丁
責

任
者
等
に
就
役
す
る
他
、
兵
部
上
番
者
は
諸
他
の
京
諸
司
の
諾
役
に
も
充
岱
せ
ら
れ
て
い
て
一
般
白
丁
の
誰
役
人
と
選
ぶ
所
は
な
か
っ
た
。
記

＃

事
の
末
尾
に
、
脊
吏
の
下
に
あ
っ
て
童
僕
の
如
く
役
使
せ
ら
れ
た
と
い
っ
て
い
る
の
は
こ
れ
を
示
す
。
こ
う
し
て
勲
官
は
武
后
以
後
其
の
政
を

増
す
と
北
〈
に
そ
の
役
は
加
重
せ
ら
れ
、
漸
次
そ
の
特
椎
は
稀
薄
化
し
て
雑
樵
番
役
人
と
何
等
異
る
な
き
状
態
と
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
と

す
る
と
そ
の
安
が
課
と
混
同
せ
ら
れ
て
も
怪
し
む
に
足
ら
ぬ
こ
と
と
な
ろ
う
。
少
し
時
代
は
下
る
が
本
論
ｎ
Ｍ
頭
の

比
者
天
下
動
官
加
査
納
課
。
叉
因
犯
入
罪
。

と
い
う
冊
府
元
蝿
の
記
事
は
開
元
十
九
年
に
蕊
る
も
の
で
、
こ
れ
は
勤
官
激
増
と
そ
の
力
役
代
価
納
入
一
般
化
の
結
果
、
そ
の
代
償
増
額
が
開

元
十
九
年
以
前
、
菱
に
課
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
、
元
来
蚕
の
負
据
者
で
あ
っ
た
勵
官
が
課
を
も
負
機
す
る
に
至
っ

た
こ
と
は
、
そ
の
力
役
が
前
記
の
如
く
雑
多
で
色
役
と
差
別
な
き
迄
に
至
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
更
に
開
元
以
後
に
は
色
役
人
へ
の
賜

院
恥

動
が
大
丑
に
川
か
も
瀕
繁
に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
勲
官
色
役
人
中
に
は
納
嬢
を
以
て
就
役
に
代
え
た
者
も
多
か
っ
た
絆
で
あ
る
の
に
、
こ

の
納
賎
は
賜
勲
以
前
通
り
課
を
以
て
呼
ぶ
か
、
勲
官
の
そ
れ
と
し
て
菱
を
以
て
呼
ぶ
か
判
然
た
り
得
な
い
所
に
も
亦
、
菱
と
課
の
接
近
が
窺
わ

れ
ろ
。

２
、
課
・
登
各
々
の
前
提
た
る
力
役
の
接
近

・
唐
律
疏
縦
喧
一
・
捕
亡
心
丁
夫
雑
匠
亡
の
疏
議
に

ノ

八
七

店
代
の
課
に
つ
い
て

I

h
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ず
ろ
に
對
し
て
、
こ
れ
は
供
官
筏
役

華
・
高
宗
・
永
徽
五
年
十
月
の
條
に

修
築
京
城
雑
城
。
和
雇
郡
州
四

和
雇
郡
州
四

こ
こ
に
力
役
制
篭
球
が
提
唱
せ
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
の
如
く
、
全
唐
文
垂
九
・
太
宗
徐
贋
妃
・
諫
太
宗
息
丘
罷
役
疏
の
一
節
に

唾
）
終
以
茅
茨
示
約
。
猫
皿
末
石
之
疲
。
假
使
和
展
取
人
。
不
無
賊
擾
之
弊
。

と
あ
る
は
、
力
役
過
重
に
よ
る
民
の
疲
弊
を
救
濟
す
る
爲
に
と
る
べ
き
國
家
的
方
策
を
献
一
言
し
た
も
の
で
、
前
の
和
展
が
官
吏
の
専
窓
よ
り
生

ず
る
に
對
し
て
、
こ
れ
は
供
官
筏
役
を
制
度
と
し
て
代
償
給
付
の
和
雇
に
代
え
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
冊
府
元
蝿
唯
一
・
帝
王
部
・
都
邑
門

３

勝
代
の
課
に
ジ
い
て
八
八

丁
訓
正
役
・
夫
詔
雑
揺
及
雑
色
工
匠
・
諸
司
工
樂
・
雑
戸
。
注
云
太
常
一
音
笠
人
亦
同
丁
夫
雑
匠
。
（
軒
）

ふ

と
あ
っ
て
、
諸
司
工
樂
。
雑
戸
及
び
諸
色
工
匠
を
夫
の
中
に
加
え
て
お
り
、
夫
は
庚
義
の
雑
揺
と
し
て
の
役
に
加
え
ら
れ
る
か
ら
力
役
を
正

役
・
雑
棉
の
一
派
に
大
別
す
る
と
、
雑
色
工
匠
以
下
の
役
は
雑
橋
に
含
ま
れ
る
課
で
は
あ
る
が
白
丁
・
中
男
の
所
謂
雑
橋
と
は
そ
の
内
容
を
異

に
し
て
い
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
態
奄
「
雑
橋
及
雑
色
工
匠
・
諸
司
工
樂
・
雑
戸
」
と
列
記
し
た
こ
と
、
及
び
雑
橋
代
佼
は
課
で
あ
り
工
樂
以
下

の
力
役
代
償
は
蚕
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
判
明
し
よ
う
。
更
に
吾
睡
人
に
至
っ
て
は
「
同
丁
夫
雑
雁
」
と
あ
る
丈
け
で
そ
の
何
れ
の
役
に
脇
す
る

か
を
明
示
し
て
い
な
い
。
と
す
る
と
雑
色
工
匠
以
下
音
麗
人
に
至
る
役
は
嚴
密
に
は
そ
の
所
脇
を
断
定
し
得
ぬ
分
子
が
多
く
存
し
た
こ
と
が
窺

わ
れ
る
。
か
く
所
脇
を
断
定
し
得
ぬ
役
が
存
注
し
て
い
た
こ
と
と
、
武
后
朝
政
を
一
輔
機
と
し
て
課
と
表
と
が
前
述
の
如
く
接
近
し
た
こ
と
と

は
相
俟
っ
て
雨
者
の
前
提
た
る
力
役
を
近
接
せ
し
め
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
こ
れ
を
養
課
發
生
迄
の
力
役
制
推
移
に
よ
っ
て
考
説
す
れ
ば
、
至

府
文
酷
隼
・
魏
徴
・
十
漸
疏
に

頃
年
己
來
疲
雑
役
。
關
中
之
人
勢
幣
尤
遊
。
雑
脈
之
徒
下
日
悉
留
和
展
。
正
兵
之
莱
上
番
多
別
駆
使
。

陸
〃

と
あ
っ
て
、
雑
匠
は
下
日
と
な
る
も
悉
く
和
展
に
よ
っ
て
留
役
せ
し
め
ら
れ
、
正
兵
の
輩
も
本
來
の
兵
役
に
服
せ
ず
駆
使
な
る
名
義
の
夫
に
別

た
れ
た
と
い
っ
て
お
る
。
そ
の
名
義
は
何
で
あ
れ
長
期
留
役
に
よ
る
力
役
補
充
は
肺
會
不
穂
を
離
し
遂
に
は
流
亡
發
生
を
促
す
こ
と
と
な
る
。

萬
一
千
人
。

、

三
十
日
功
畢
。 １

．
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坂
螢
大
像
・
鋪
二
表
中
の
「
顧
役
人
夫
」
の
語
以
後
は
和
雇
に
當
る
記
事
は
見
出
せ
な
い
。
然
し
常
時
頻
繁
な
る
寺
観
造
管
・
巡
幸
更
に
は
軍

役
等
、
力
役
需
要
は
往
年
に
増
し
、
何
等
か
の
方
法
を
以
て
勢
働
力
補
給
を
講
ぜ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
こ
に
先
述
の
如
く
勲
官
力
役
人
化
も
見
ら

イ

奴
、
叉
和
展
漸
減
に
代
る
他
名
義
の
力
役
徴
集
が
行
わ
れ
た
も
の
の
如
く
、
即
ち
奮
唐
書
摩
へ
。
列
傳
・
吐
蕃
上
・
俵
鳳
三
年
の
條
に

価
召
募
關
内
・
河
東
及
諸
州
驍
勇
、
以
爲
猛
士
。
不
簡
色
役
。

と
て
色
役
の
語
が
初
見
せ
ら
れ
る
。
色
役
は
共
後
厘
変
篭
遇
す
る
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
番
役
に
し
て
職
掌
人
等
の
役
を
も
含
み
漸
次
前
記
の

和
曜
に
よ
る
駆
使
に
代
っ
て
い
っ
た
力
役
の
名
稻
と
思
わ
れ
る
。
巾
か
も
色
役
は
和
展
の
如
く
力
役
代
償
の
給
付
を
原
則
と
し
な
か
っ
た
た

姓
鴫

め
、
こ
れ
に
代
渦
恩
典
と
し
て
多
く
課
役
及
び
征
行
尭
除
等
の
特
椛
を
賦
與
せ
ら
れ
て
い
句
名
・
一
方
納
課
・
納
資
を
以
て
そ
の
就
役
に
代
え
る

の

風
潮
は
色
役
出
現
常
時
肚
称
の
常
智
と
化
し
て
い
た
。
從
っ
て
恩
典
推
得
を
目
的
と
し
た
色
役
桂
籍
者
も
亦
納
課
・
納
登
の
風
に
倣
っ
て
そ
の

‐
不
就
役
代
彼
を
紬
れ
果
て
は
官
司
の
影
庇
を
目
當
て
に
牝
籍
す
る
者
も
現
れ
る
に
至
っ
た
。
か
く
て
専
業
化
し
た
色
役
人
の
恩
典
・
負
措
は
勲

官
或
い
は
一
昔
嘩
人
等
の
そ
れ
と
査
質
上
乗
異
な
き
も
の
と
な
っ
て
そ
の
納
銭
は
蚕
と
価
別
な
く
、
叉
元
来
色
役
人
は
官
術
和
屈
に
代
る
も
の
と

一

し
て
生
れ
た
力
役
人
で
あ
る
所
に
雑
揺
負
捲
者
と
し
て
の
門
夫
叉
は
官
吏
役
使
人
等
と
そ
の
出
自
を
等
し
く
す
る
。
こ
こ
に
そ
の
納
銭
の
課
と

し
て
の
惟
賀
が
存
す
る
。
色
役
人
の
不
就
役
代
慨
が
餐
課
の
語
を
以
て
呼
ば
れ
る
所
以
は
こ
こ
に
存
す
る
も
の
と
思
わ
れ
、
そ
の
初
見
が
開
元

六
年
に
あ
る
こ
と
先
述
の
如
く
で
あ
る
。
全
店
文
確
逵
・
張
九
齢
・
藷
剛
赦
誓
に
・

天
下
色
役
愛
及
支
用
務
令
節
減
。
（
唾
損
免
州
椀
戸
銭
未
納
。
並
七
等
已
上
戸
租
先
米
鹿
分
及
五
色
蚕
銭
課
未
納
。
灼
然
不
辨
者
並

唐
代
の
課
に
つ
い
て
八
九

と
あ
ろ
は
、
前
記
・
徐
賢
妃
の
上
言
が
溌
施
せ
ら
れ
た
こ
と
を
示
す
。
所
が
全
唐
文
奉
垂
・
高
態
・
上
太
宗
封
事
の
一
節
に

・
正
丁
・
疋
匠
不
供
駆
使
。
和
展
和
市
非
無
勢
喪
。
、

と
あ
る
よ
う
に
、
和
雇
誌
官
揺
の
常
制
と
な
っ
て
も
、
「
和
雇
和
市
非
無
勢
饗
」
と
て
、
そ
の
勢
喪
の
故
に
繼
綾
困
難
を
思
わ
し
め
、
殊
に
武

后
に
始
る
女
鯛
に
よ
る
窮
迫
の
財
源
を
以
て
し
て
は
こ
の
制
も
維
持
し
難
く
、
中
宗
・
祁
龍
中
の
記
事
、
全
唐
文
奉
拒
・
張
建
珪
・
諫
白
司
馬

｜
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「

'

と
あ
っ
て
、
一
品
は
防
閣
九
十
六
人
に
し
て
二
十
千
、
二
品
は
七
十
二
人
に
し
て
十
五
千
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
課
は
何
れ
も
防
閣
一
人

に
つ
き
一
年
二
千
五
百
文
と
し
て
完
全
に
官
吏
收
入
の
一
部
に
繰
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
斯
く
官
吏
收
入
の
約
三
分
の
二
に
も
常
ろ
役
使
人
の

Ⅲ
害
課
よ
り
派
生
せ
る
課
の
諾
義

課
は
官
吏
役
使
人
の
も
の
た
る
と
門
夫
等
の
も
の
た
る
と
を
問
わ
ず
多
く
官
吏
の
收
入
に
蹄
し
た
所
か
ら
、
蓑
課
登
場
以
前
か
ら
官
吏
收
入

の
一
に
課
の
一
項
が
数
え
ら
れ
て
い
た
。
先
拐
・
冊
府
元
躯
の
記
事
に
一
・
京
文
武
官
雁
給
防
閣
・
味
僕
・
俸
料
。
始
依
職
事
品
。
其
課
及
賜
各

依
本
品
。
」
と
あ
る
は
、
既
に
乾
封
元
年
八
月
以
前
官
吏
收
入
の
一
に
防
閣
・
庶
僕
の
課
が
数
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
、
厭
會
要
塞
九
・

内
外
官
料
銭
上
・
開
元
二
十
四
年
六
月
二
十
三
日
の
勅
丈
に

百
官
料
銭
宜
合
爲
一
色
。
都
以
月
俸
爲
名
ｃ
各
推
本
官
随
月
給
付
。
（
卿
）
一
品
三
十
一
千
郡
李
耗
奄
、
蝉
辮
一
軒
ユ
雨
吐
防
二
品
二
十
四

ど
宜
質
を
等
し
く
し
、
か
く
）

し
た
課
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

を
減
っ
て
記
す
も
の
多
く
、
先
禍
・
通
典
。
門
夫
の
條
の
一
其
後
學
其
名
徴
其
費
。
云
々
・
其
門
之
多
少
課
之
高
下
。
云
盈
」
や
冊
府
元
蝿
の

「
勲
官
加
登
納
課
」
叉
は
文
苑
英
華
圭
恥
・
減
徴
京
畿
丁
役
等
制
念
雁
）
の
「
訪
聞
。
諸
司
或
有
徴
課
。
比
総
時
俺
養
數
粘
多
。
云
巽
・
如
本

司
須
徴
養
。
云
糞
」
等
の
如
き
は
そ
の
例
で
、
こ
れ
ら
は
養
課
發
生
以
前
の
原
形
を
残
す
と
共
に
そ
の
成
立
事
情
を
暗
示
し
て
い
ろ
。

以
上
に
よ
っ
て
蚕
課
の
語
の
發
生
理
由
は
明
確
と
な
っ
た
が
、
一
日
二
税
目
と
し
て
の
賛
課
出
現
以
後
は
課
。
養
及
び
養
課
の
用
法
は
殆
ん

ど
宜
質
を
等
し
く
し
、
か
く
て
蚕
課
登
場
後
の
課
は
そ
の
中
に
亦
種
々
の
内
容
を
含
む
も
の
と
考
え
ら
れ
為
か
ら
、
以
下
養
課
の
意
よ
り
派
生

放
。

と
て
、
五
色
登
銭
課
の
語
が
見
え
る
。
こ
れ
は
五
坊
色
役
戸
不
上
番
者
の
細
れ
る
可
き
銭
を
溢
銭
課
な
る
税
目
で
呼
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る

畦
氾

が
、
賓
課
一
税
目
化
後
の
開
元
二
十
三
年
鐡
時
、
尚
そ
の
原
形
を
止
め
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
例
の
如
く
登
課
發
生
以
後
も
妾
と
課
と

千
恥
酔
糖
雪
子
強
綱
咋
一
一
壱
宿

唐
代
の
課
に
つ
い
て

」
［
ト
ダ

ー
略
）

１
１
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課
も
天
喪
末
年
、
安
史
の
乱
に
よ
っ
て
給
費
不
可
能
に
陥
っ
た
も
の
の
加
ぐ
、
こ
恥
に
代
っ
て
手
力
課
寂
蔀
琶
が
官
吏
俸
の
重
志
葺
素
と
し

て
登
場
し
た
。
即
ち
冊
府
元
鋸
確
垂
・
邦
計
部
匡
・
俸
職
門
・
瀬
宗
・
乾
元
元
年
の
條
に

Ｖ

外
官
給
牛
料
職
田
。
京
官
不
給
料
罐
蝉
巳
塞
鐇
綜
蕊
価
勅
度
支
使
。
賦
閑
剖
司
給
手
力
課
。

と
あ
る
の
が
そ
の
初
見
で
、
以
來
手
力
課
の
語
は
官
吏
俸
の
一
部
又
は
全
部
と
し
て
度
交
遊
遇
す
る
所
で
あ
り
従
前
か
ら
の
官
吏
役
使
人
の
課

詐
加

は
史
上
か
ら
姿
を
消
す
。
手
力
は
官
吏
の
家
口
逓
送
に
際
し
て
随
昨
官
よ
り
差
配
さ
れ
る
荷
役
誌
本
來
の
職
分
で
あ
る
が
、
そ
の
班
給
人
員
は

品
階
に
よ
り
多
寡
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
名
榊
は
品
秩
の
上
下
に
拘
わ
ら
ず
同
一
で
あ
り
、
叉
差
配
に
臨
吋
給
停
を
加
え
て
も
元
來
が
臨
時
差
配

の
力
役
人
た
》
っ
所
か
ら
問
題
は
醸
さ
ぬ
こ
と
等
か
ら
、
爾
後
こ
の
名
稲
の
力
役
人
賜
與
を
見
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
か
る
事
情
で
發

生
し
た
と
思
わ
れ
る
手
力
賓
課
が
官
吏
俸
と
し
て
重
要
度
を
加
え
る
こ
と
は
、
以
後
の
國
家
財
政
を
憶
え
ば
充
分
肯
け
よ
う
。

１
．
課
料
の
課

課
料
は
隣
緑
川
要
塞
九
．
・
内
外
官
料
銭
上
・
儀
凰
一
年
八
月
二
日
の
詔
に
一
文
武
内
外
官
雁
給
俸
料
課
銭
及
公
癖
料
度
。
云
掩
」
と
見
え
る
中

の
俸
料
課
錐
と
同
様
、
官
吏
收
入
の
内
容
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
併
し
こ
こ
に
い
う
課
料
の
語
は
筆
者
の
管
見
に
よ
れ
ば
、
代
宗
初
年
の
育
苗

銭
密
施
以
前
に
は
見
出
し
得
な
い
。
而
し
て
営
時
官
吏
收
入
の
課
は
手
力
証
課
よ
り
他
に
な
い
筈
で
あ
る
か
ら
、
課
料
の
課
は
手
力
蓑
課
を
意

味
す
る
も
の
と
し
て
、
粋
、
時
已
に
賓
課
を
呼
ん
で
い
た
も
の
の
約
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
蕊
蛮
で
あ
る
。
冊
府
元
蝿
確
認
・
邦
計
部
咋
。

味
す
る
も
の
と
し
て
、
術
時

税
天
下
地

に
於
け
る
課
料

と
云
え
よ
う
・

い
よ
う
で
あ
る

、

唐
代

俸
職
門
・
永
泰
二
年
の
條
の

の
課
に
つ
い
て

育
苗
銭
心
以
充
百
司
課
料
。

の
課
は
上
述
の
例
に
於
け
る
課
で
あ
り
、
邇
典
に
こ
れ
を
「
充
百
司
ユ
カ
喪
課
」
と
い
っ
た
の
は
以
上
の
推
断
を
證
す
』
っ
も
の

以
後
課
料
は
唐
末
迄
官
吏
收
入
の
俸
料
。
手
力
茨
課
の
意
に
使
用
せ
ら
れ
て
、
課
料
の
課
が
手
力
菱
課
た
る
こ
と
に
愛
化
は
な

○
。
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と
あ
る
中
の
一
作
人
工
債
糧
課
」
は
騨
車
作
人
の
加
工
勢
瞳
並
に
そ
の
衣
食
糧
を
示
す
も
の
で
結
局
こ
れ
も
勢
役
人
の
收
入
た
る
に
相
違
な

く
、
該
記
事
前
文
（
噸
）
の
一
‐
所
置
館
瞬
鞍
馬
・
什
物
丼
作
人
多
か
及
工
偵
賓
課
」
に
於
け
る
工
彼
養
課
と
同
義
の
語
と
思
わ
れ
る
。
伽
か
も
こ

料
。
（
癖
）
．

と
あ
る
中
の
ア 唐

代
の
課
に
つ
い
て
九
二

・
２
、
粗
課
の
課

課
叉
は
養
課
は
官
吏
・
官
司
の
桂
総
力
役
人
が
納
入
す
べ
き
物
で
あ
る
が
、
反
面
官
吏
・
官
司
へ
の
礎
役
提
供
者
は
納
課
人
の
増
加
と
共
に

そ
の
就
努
長
期
化
の
結
果
、
そ
の
査
役
に
該
衝
す
る
代
恢
を
官
吏
・
官
司
よ
り
給
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
先
述
の
唐
會
要
・
儀
臥
三
年
八
月
二

日
の
王
・
公
已
下
百
姓
己
上
口
に
率
し
て
出
銭
せ
し
め
以
て
防
開
以
下
封
戸
内
官
人
の
俸
食
等
料
に
充
て
た
記
事
は
こ
れ
を
示
し
、
叉
冊
府
元

勉
確
部
・
邦
計
部
》
・
賦
税
門
・
開
元
二
十
三
年
六
月
の
勅
に

ツ
ネ
茎

天
下
百
姓
正
丁
課
。
郷
棉
役
。
所
入
帷
租
浦
ｏ
人
以
守
之
ｏ
幽
朋
嘗
足
。
比
縁
戸
口
股
衆
色
役
繁
多
。
毎
歳
分
番
計
勢
入
任
。
因
納
養
課
。

と
あ
る
の
も
、
毎
歳
分
番
計
勢
し
て
任
に
入
る
者
と
、
他
面
萱
課
を
納
入
し
て
色
役
に
就
か
ぬ
者
と
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
か
く
て
色

役
鷺
働
者
の
受
く
今
へ
き
給
が
州
等
か
の
名
稲
を
以
て
呼
ば
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
こ
れ
は
前
項
の
官
吏
收
入
た
る
課
料
と
は
趣
を
異
に
す
る
所
か

ら
糧
課
と
訓
わ
れ
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
即
ち
唐
會
要
幸
九
・
内
外
官
料
銭
上
・
貞
一
元
二
年
十
二
月
の
詔
に

左
右
金
吾
及
十
六
術
將
軍
癖
）
並
宜
加
給
料
銭
及
随
身
幹
力
粗
課
等
。
（
峰
）
一
十
六
員
諸
衞
上
將
軍
左
右
術
。
本
料
各
六
十
千
．

加
糧
賜
等
率
岨
各
緬
稗
捧
融
．
癖
一
拾
垂
韮
二
》
坊
識
郵
布
密
計
野
屋
輝
子
呼
癌
鐸
誕
緬
榊
程
函
嘩
塒
細
聿
牝
酔
唾
細
圭
一
稲
唖
斗
（
癖
）

と
あ
る
の
は
こ
れ
で
、
料
銭
六
十
千
の
他
、
加
粗
賜
等
の
内
容
を
な
す
註
記
の
米
六
斗
以
下
料
七
斗
五
升
迄
は
當
該
官
吏
の
收
入
に
蹄
す
る
も

の
で
あ
る
が
、
下
文
の
腿
米
九
石
以
下
綿
三
十
屯
迄
は
随
身
腿
課
の
内
容
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
叉
全
唐
丈
嘩
垂
・
孫
革
・
條
覆
館
畔
事
宜
疏

に

臣
今
商
垂
。
諦
准
勅
先
牒
諸
州
府
。
勘
鞍
馬
・
什
物
・
作
人
工
偵
繼
課
並
毎
年
総
館
騨
占
留
銭
數
諸
色
破
用
及
使
料
粟
麥
逓
馬
草

可
０
コ
■
■
。
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の
蚕
課
が
作
人
收
入
の
賓
課
な
る
こ
と
は
陸
宣
公
奏
議
善
一
・
華
・
請
雨
挽
以
布
吊
爲
額
不
計
鏡
数
の
一
節
に
「
若
但
癖
謹
官
月
俸
之
等
。
随

百
役
賓
課
之
差
・
各
依
銭
數
少
多
折
爲
布
帛
定
数
。
某
官
月
給
俸
絹
若
干
疋
。
某
役
月
給
資
布
若
干
端
」
と
あ
る
査
課
・
費
布
に
よ
っ
て
肯
け

参
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
糧
課
の
課
は
等
役
人
の
收
入
と
な
る
ぺ
き
衣
食
糧
又
は
勢
震
の
或
る
部
分
と
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
又
軍

に
課
と
も
呼
ん
で
い
る
。
即
ち
冊
府
元
勉
確
率
・
邦
計
部
一
手
田
制
・
武
宗
衛
昌
元
年
正
月
の
制
に

其
逃
戸
銭
草
朔
斜
等
就
留
使
銭
物
。
（
唾
權
落
下
。
不
得
尅
罹
員
官
吏
料
鏡
及
館
騨
使
料
・
遮
乘
作
人
課
等
銭
。

と
て
、
遜
乘
作
人
課
と
あ
る
課
は
力
役
人
た
る
騨
車
作
人
の
受
く
ぺ
き
工
偵
綿
課
を
一
括
し
た
名
榊
で
あ
る
。
以
上
に
よ
っ
て
総
課
の
課
は
役

使
人
の
受
く
べ
き
労
働
代
便
の
一
部
叉
は
全
部
を
意
味
す
る
こ
と
を
知
り
得
る
漆
、
こ
の
課
も
亦
そ
の
發
生
は
賓
課
に
肺
す
べ
き
こ
と
前
記
・

陸
饗
の
養
課
の
用
法
よ
り
明
か
で
あ
り
、
更
に
そ
の
財
源
が
色
役
不
番
上
者
の
養
課
に
由
來
し
た
と
思
わ
れ
る
所
か
ら
も
了
承
せ
ら
れ
よ
う
。

以
上
に
よ
っ
て
唐
代
賦
役
に
關
係
あ
る
課
に
つ
い
て
の
考
読
を
経
る
が
、
ば
ら
ぱ
花
画
唐
書
華
四
・
職
官
・
戸
部
尚
書
の
條
に

凡
賦
人
之
制
有
四
。
一
日
租
。
二
日
調
。
三
日
役
ｃ
四
日
課
。

と
あ
る
中
の
課
は
如
何
に
解
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
を
六
典
華
・
唐
命
要
垂
八
等
の

凡
賦
役
之
制
有
四
。
一
日
租
。
二
日
調
。
三
日
役
。
四
日
雑
揺
。

と
對
照
す
れ
ば
「
課
は
雑
揺
な
り
」
と
の
断
定
も
弧
ち
談
と
も
い
え
ぬ
よ
う
に
見
え
る
が
、
筆
者
が
史
料
に
よ
っ
て
得
た
課
の
内
容
は
、
Ｈ
課

役
心
課
は
租
訓
、
目
課
調
の
課
は
租
、
日
租
課
の
課
は
賃
俵
使
用
料
、
側
単
な
る
課
は
雑
橋
代
侭
、
及
び
色
役
代
悩
の
養
課
、
固
課
料
の

課
は
官
吏
收
入
の
餐
課
、
㈲
糧
課
の
課
は
色
役
人
の
收
入
た
る
篝
へ
き
蚕
課
２
ハ
義
よ
り
他
に
出
で
ず
、
面
か
も
開
元
六
年
の
餐
課
初
見
以
後
、

課
は
漸
次
誰
及
び
課
の
雨
義
逓
兼
ね
た
厩
義
の
課
に
砿
大
使
用
せ
ら
虹
た
こ
と
已
述
の
如
く
で
あ
り
、
一
方
費
課
は
初
見
の
記
事
に
於
て
「
諸

唐
代
の
課
に
つ
竺
」
．
九
三

七
、
奮
唐
書
職
官
志
・
賦
人
四
種
中
の
課

！
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役
・
課
調
心
課
で
は
あ
り
得
ぬ
こ
と
上
に
租
訓
役
の
三
項
を
明
記
せ
る
よ
り
明
か
で
あ
り
、
更
に
課
料
・
糧
課
の
課
叉
は
租
課
の
課
た
り
得
ぬ

こ
と
も
こ
虹
が
賦
人
の
一
項
な
る
こ
と
よ
り
肯
か
れ
る
。
と
す
る
と
こ
の
課
は
雑
揺
又
は
色
役
代
侭
た
る
菱
課
、
意
に
於
け
る
課
な
る
こ
と
は

動
か
ぬ
事
從
と
い
え
よ
う
。
唯
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
六
典
・
唐
會
要
・
大
唐
偉
載
に
は
奮
唐
書
職
官
志
の
課
に
該
當
す
る
所
を
雑
術
と
し
た

こ
と
で
あ
る
が
、
元
來
蚕
課
の
課
は
雑
稀
代
樅
を
も
含
む
所
か
ら
こ
の
雨
記
事
に
矛
盾
を
感
ぜ
ぬ
こ
と
役
左
庸
に
替
え
る
如
く
で
あ
る
。
叉
奮

唐
書
職
官
志
の
記
事
は
六
典
に
倣
う
も
の
と
い
わ
れ
、
そ
の
繼
者
の
私
見
を
以
て
す
れ
ば
雑
揺
を
賦
人
の
第
四
に
畢
げ
る
よ
り
本
来
雑
橋
（
嘩

嘩
神
糀
塞
睡
鐸
と
）
の
代
償
た
る
（
匿
認
竺
課
を
あ
げ
る
が
よ
り
適
切
と
思
わ
れ
た
か
ら
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
理
由
に
よ
り
筆
者
は
奮
唐

害
職
官
志
・
賦
人
四
種
中
の
課
を
賓
課
な
り
と
蔵
す
る
も
の
で
あ
る
。

唐
代
の
課
に
つ
い
て
九
四

州
毎
年
應
輸
庸
洲
喪
課
租
」
と
あ
り
、
冊
府
元
勉
垂
畔
・
帝
王
部
・
修
武
備
・
開
元
八
年
八
月
詔
に
は
「
租
庸
養
課
並
放
」
と
あ
り
、
叉
奮
唐

書
確
四
．
食
侭
郵
・
開
元
二
十
二
年
七
月
十
八
日
勅
に
は
「
諸
州
應
徴
庶
訓
及
養
課
」
と
あ
り
、
更
に
冊
府
元
危
確
訓
・
邦
計
部
嘩
・
戸
締
・

開
元
二
十
四
年
七
月
勅
に
は
「
當
年
租
庸
養
課
一
邪
已
上
並
宜
放
免
」
等
と
あ
っ
て
租
廠
洲
等
と
比
応
し
て
納
期
・
放
免
等
を
記
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
餐
課
は
賦
役
三
砿
の
租
庸
調
と
併
記
せ
ら
れ
る
例
⑫
多
い
こ
と
、
及
び
課
を
以
て
呼
ば
れ
た
こ
と
の
二
鮎
か
ら
推
す
と
冊
府
元
肥

凸

８

Ｊ

確
廻
・
邦
計
部
珂
・
賦
挽
・
天
究
八
減
正
月
勅
の

其
承
前
所
有
暇
掛
丁
戸
・
應
徴
租
厭
課
税
。
令
近
親
隣
保
代
職
者
。
一
切
並
停
。

又
同
書
確
八
・
帝
王
部
・
赦
宥
癖
・
乾
元
二
年
三
月
丁
亥
の
詔

天
下
州
縣
應
欠
租
庸
課
税
（
峰
）
納
未
足
者
一
切
放
免
。

等
に
見
え
る
租
廠
課
税
、
或
い
は
先
掲
・
奮
唐
書
確
四
・
食
貨
葬
・
元
和
十
五
年
八
月
・
中
書
門
下
秦
の

如
大
暦
已
前
。
租
庸
課
調
不
計
鐘
。
令
其
折
納
。
・

の
租
庸
課
調
等
の
課
は
廣
義
の
課
に
し
て
養
課
を
指
す
こ
と
略
盈
硴
世
で
あ
ろ
う
。
而
し
て
前
記
・
奮
唐
番
職
官
志
・
賦
人
四
種
中
の
課
は
課

Lマ
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詮１
西
日
本
史
學
三
一
銃
筆
者
の
『
「
唐
代
の
勵
官
に
つ
い
て
」
参
照
。

２
令
渠
解
一
一
賦
役
令
・
逃
亡
者
附
亦
同
の
註
に
「
開
元
式
云
、
（
僻
）

防
閣
・
疾
（
庶
の
誤
）
僕
・
邑
士
・
白
直
等
、
踏
色
雑
任
等
、
合
免
課

役
」
と
あ
り
○

３
課
調
に
つ
い
て
は
本
文
次
節
に
考
説
す
る
。

４
唐
律
疏
議
に
は
課
役
を
課
と
役
と
に
分
け
て
論
じ
た
例
が
よ
く
見
ら
れ

る
。
例
え
ば
唯
二
・
捕
亡
・
丁
夫
雑
匠
亡
・
疏
議
に
は
「
人
有
課
役
訓

ノ

有
課
無
役
或
有
役
無
課
而
全
戸
亡
者
」
と
あ
り
、
同
條
問
答
に
も
「
逃

亡
之
罪
多
糠
恢
課
，
一
と
あ
る
。
本
文
の
課
の
用
法
も
こ
の
例
の
如
き
も

の
と
恩
わ
る
○

５
唐
律
疏
議
・
名
例
》
・
共
犯
罪
而
本
罪
別
の
味
読
に
「
依
令
丁
役
五
十

日
治
年
課
役
倶
免
」
と
あ
り
。

６
新
唐
番
罐
四
百
官
・
都
官
の
條
に
「
凡
反
逆
相
坐
、
没
共
家
配
官
曹

（
僻
）
不
番
上
、
歳
督
丁
養
爲
鐘
一
千
玉
百
℃
（
僻
）
侍
丁
残
疾
半

輪
」
と
て
残
疾
は
侍
丁
と
同
一
條
件
の
取
扱
い
を
受
け
、
又
唐
律
疏
議

垂
詐
疾
病
有
所
避
の
疏
識
に
「
詐
疾
病
以
避
使
役
求
假
之
類
杖
二
百

（
吟
）
即
無
所
避
而
故
自
傷
不
成
残
疾
」
に
よ
る
も
礎
疾
は
正
役
免
除
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

７
「
諸
州
流
外
九
品
以
上
」
の
流
外
は
流
内
の
誤
た
る
と
と
渡
ロ
亜
図
氏

唐
代
の
課
に
つ
い
て

１
１

の
「
唐
代
に
於
け
る
雨
税
法
以
前
の
力
役
制
度
」
（
華
酔
薙
一
一
い
）
に
見
砂
。

８
大
典
華
に
「
凡
京
師
女
式
職
事
官
皆
有
防
閣
。
一
品
九
十
六
人
（
卿
）

六
品
給
庶
僕
十
二
人
、
（
吟
）
九
品
二
人
」
と
あ
り
。

９
六
典
奉
に
司
執
衣
並
以
中
男
充
」
と
あ
り
。

、
開
元
二
十
四
年
に
こ
れ
ら
の
課
額
症
二
千
五
百
文
に
確
定
し
た
こ
と
は

ｂ

本
文
後
節
に
見
ゆ
。
又
唐
會
要
↓
・
内
外
官
料
鏡
上
・
天
喪
五
戦
三
月

二
十
日
の
勅
文
に
「
郡
縣
官
人
及
公
晦
白
直
（
岬
）
一
丁
毎
月
職
錘

二
百
八
文
。
」
と
あ
る
か
ら
天
蚕
五
載
に
あ
っ
て
も
白
直
課
は
年
に
二

千
五
百
丈
で
あ
る
Ｏ

皿
水
部
式
は
開
元
二
十
五
年
式
の
一
部
な
る
こ
と
は
仁
井
田
博
士
「
敦
煙

發
見
唐
水
部
式
の
研
究
」
（
坪
群
癖
羅
華
輪
祀
）
に
て
諭
誰
せ
ら
る
・

理
全
店
丈
奄
訓
・
陸
贄
・
奉
天
泄
使
宣
慰
諾
泣
詔
に
「
乖
祷
日
益
、
間
井

Ｈ
空
、
凋
察
日
窮
、
描
役
日
茜
」
と
あ
り
、
叉
丈
苑
英
韮
塞
理
・
翰
林

制
詔
諏
貞
元
元
年
冬
至
・
郊
祀
大
赦
天
下
制
（
鍵
笠
）
に
も
「
諸
通
有
解

退
官
他
，
州
府
長
吏
功
務
安
存
、
佃
丞
以
空
閑
田
地
給
付
、
免
其
差
役

任
自
替
生
」
と
あ
り
。

昭
水
部
式
に
沿
溺
等
十
州
共
差
の
水
手
の
恩
典
を
示
し
て
「
佃
折
免
將
役

年
及
正
役
年
課
役
、
粂
准
屯
丁
例
、
毎
夫
一
年
帖
一
丁
、
共
丁
取
免
雑

術
，
人
家
辿
釉
般
有
、
人
旧
二
千
五
百
文
養
助
。
」
．
と
あ
り
。
‐

必
本
論
コ
ハ
ノ
Ⅱ
」
に
ひ
く
新
厭
審
食
貨
志
開
元
十
八
年
の
記
率
参
照
。

九
五
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唐
代
の
課
に
つ
い
て

Ｉ

蒋
唐
香
郵
・
職
官
の
妃
事
と
の
照
合
Ｊ
及
び
本
文
の
非
合
理
性
か
ら

「
三
品
」
は
「
五
品
」
の
誤
Ｏ

註
１
に
同
じ
Ｏ

唐
律
疏
議
一
一
一
・
戸
婚
中
・
疏
議
に
「
其
小
猫
役
訓
充
夫
及
雑
使
」
の
雑

使
の
一
称
が
駆
使
と
思
わ
れ
る
こ
と
、
及
び
本
文
に
鍋
げ
た
疏
議
の
記

卒
に
「
共
脈
供
己
駆
使
者
訓
執
衣
白
直
之
類
」
に
よ
り
白
庇
は
駆
使
に

し
て
そ
の
役
は
雑
術
な
る
故
謬
駆
使
は
雑
描
名
誰
の
力
役
な
ら
ん
。 １

１

19 1820

註
１
に
同
じ
。

こ
の
赦
需
の
前
文
に
「
可
大
赦
天
下
開
元
二
十
三
年
正
月
十
八
昧
爽
已

前
大
辞
罪
」
と
あ
り
○

六
典
毒
に
「
内
外
百
官
家
口
應
合
懇
迭
者
皆
給
人
力
車
牛
ｏ
一
品
手
力

三
十
人
・
車
七
乘
・
馬
十
五
匹
・
瞳
十
五
頭
、
二
品
手
力
二
十
四
人
・

車
五
乘
・
馬
六
匹
・
腿
十
頭
、
云
為
」
と
あ
り
。

。

、

一

Ｉ
九
六
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on GK'0'課intl'ePeriodof theT'""gDynasty

byM・Matsunaga '

Thecharacter@"o'SM!,usedasorinthetermsconcerningtaxationin
q

theT'""gEra,hadvariousmeaningsandcannotbedealedwithasany

oneconcept_ IbelivethattheC"'0' in {"'0/'課役, inC"o'-がα0'課調and

infrs"－た'0'租課respectivelymeans $jszz'and<""0', Cfszz',andrents・The

4"'0' in ･rS"JW"g"'0-"αO'租庸課調, 6rS"ヅ""g"'0-s""'租庸課挽etc.9

however,hasneitherof theabove-mentionedmeanings,but the_same

significationasonein8ｵ銅-ﾙ，O'養課Or gた認-"'O' itself,whichisfound

forthefirsttimeinadocumentdatedthe.sixthyearofK"ツガα”開元

(718A.D.).Ontheotherhand、 the c"'o' aganindependentwordhad
f

madeitsappearancealreadyinthf，C"､"-ん"α”貞観period(527-649

A．D.)andmeantoriginallywhat theobligatoryemployeesofoffices

andofficials, e. 9.F"7ZgJzo防閣, S""-j'〃礁僕,P"jLc""』白直, and

S"ガル乃士ﾌ, orM@"H/iz門夫andHs""_〃"α”軸官etc., paid in

compensationfortheirservicescalledrsaJa0'雑癌(manuoperations).
、

Yet theword 6"'o' afterthe appearanceof {rz"."0' t('okadouble

meaning.Originally･theCた笏-"'o'wasacompound.wo1･dof C左滅' Zfand

6"'0'課,andseemedtohavecomeintoexistencenwingtothefollowing

circumstances : that thespecial labourservices) incompensationfot

whiCh6Kzz"z-C"""-"Z"Z'官践民, ･S""-た"α",散官and CHs"'zル"αγZ'軸官

etc,paidtherz"',wereimposedseverelyalsooIl GS"/"Z'色役人,who
hadappearcdsincethereignof"zJ-加涕武后,andthe,S"'色役which
theyperfr)rmedhadjustoriginatedin {Zsaヅα0'.Sincethenthe､た勘-"'0'
couldalsobedesignated.bythewere teiFm@"'0'andwasusedas the

wordmeaningrecompensefor crsαヅαo' and cE"･The c"'0' among

GFW･/@"'賦人(taxestobeimposedonperson) inCh"z-た"α"-Cﾙﾙ職官
誌ofC""-T'α"gS〃況祷唐香maybefakenas @"'0' inthesenseof
‘ｵz"-k'0'.
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